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一
九
五
〇
年
�
福
円
の
土
地
改
革
と
公
地
・
公
田

三

木

聰

は

じ

め

に

一

福
円
に
お
け
る
土
地
改
革
の
槪
況

二

土
地
改
革
�
の
土
地
�
�
狀
況
と
公
地
・
公
田

三

公
地
・
公
田
の
	
收
を
め
ぐ
っ
て

お

わ

り

に

は

じ

め

に

本
稿
は
︑
中
華
人
民
共
和
國
の
成
立
か
ら
�
な
く
し
て
︑
一
九
五
〇
年
六
�
三
十
日
に
公
布
さ
れ
た
﹁
中
華
人
民
共
和
國
土
地
改
革
法
﹂

(以
下
︑﹁
土
地
改
革
法
﹂
と
略
稱
す
る
)
に
基
づ
い
て
實
施
さ
れ
た
怨
解
放
區
の
土
地
改
革
を
め
ぐ
っ
て
︑
特
に
華
東
軍
政
委
員
會
の
管
�
下
に

あ
っ
た
福
円
省
の
土
地
改
革
と
宗
族
�
土
地
�
�
と
の
關
連
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
標
題
に
い
う
﹁
公
地
﹂
或
い
は

﹁
公
田
﹂
と
は
︑
個
々
の
地
�
・
農
民
に
よ
る
�
�
地
と
は
別
に
︑
農
村
社
會
に
存
在
し
た
共
�
地
を
表
す
呼
稱
で
あ
る
が(1

)
︑
福
円
に
お
い
て

は
族
田
・
祭
田
・
祠
田
・
蒸
嘗
田
・
太
公
田
等
︑
さ
ま
ざ
ま
な
名
稱
で
呼
ば
れ
た
宗
族
の
共
�
地
が
壓
倒
�
多
數
を
占
め
て
い
た(2

)
︒

實
質
�
に
は
一
九
七
九
年
以
影
︑
改
革
・
開
放
政
策
が
實
施
さ
れ
る
に
と
も
な
い
︑
早
く
も
八
〇
年
代
初
�
に
は
華
中
・
華
南
の
各
地
で
宗

族
の
︿
復
活
﹀
が
傳
え
ら
れ
て
い
た(3

)
︒
八
〇
年
代
の
後
�
に
は
︑
わ
が
國
で
も
內
戰
�
か
ら
一
九
五
〇
年
�
ま
で
の
土
地
改
革
に
よ
っ
て
傳
瓜
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�
農
村
社
會
が
︿
解
體
﹀
さ
れ
た
と
い
う
�
說
に
對
し
て
疑
義
が
提
出
さ
れ
︑﹁
傳
瓜
農
村
が
ど
の
よ
う
に
變
わ
り
︑
あ
る
い
は
變
わ
ら
な

か
っ
た
の
か
﹂
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た(4

)
︒
そ
う
し
た
狀
況
の
も
と
で
筆
者
は
︑
一
九
二
〇
年
代
末
か
ら
三
〇
年
代

初
に
か
け
て
︑
贛
南

(江
西
南
部
)
・
閩
西

(
福
円
西
部
)
に
展
開
し
た
革
命
根
據
地

(
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
區
)
に
お
け
る
中
國
共
產
黨
の
公
田
を
め
ぐ

る
土
地
政
策
の
變
�
と
土
地
革
命
の
實
踐
と
の
考
察
を
�
じ
て
︑
第
一
に
︑
公
田
に
對
す
る
黨
の
�
識
が
︑
地
�
・
豪
紳
に
よ
る
農
民
搾
取
の

物
�
基
盤
か
ら
農
民
自
身
が
宗
族
を
媒
介
し
て
何
ら
か
の
關
わ
り
を
も
つ
も
の
へ
と
變
�
し
た
こ
と
︑
第
二
に
︑
宗
族
�
結
合
の
存
在
が
︑
容

易
に
克
�
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
︿
革
命
の
桎
梏
﹀
と
し
て
�
 
が
拂
わ
れ
る
と
同
時
に
︑
農
民
を
糾
合
・
團
結
さ
せ
る
︿
革
命
の
紐
帶
﹀
と

し
て
の
側
面
を
�
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
さ
ら
に
︑
一
九
五
〇
年
の
段
階
に
お
い
て
も
︑
宗
族
の
︿
解
體
﹀
が
不
完
!
な
も
の
で
し
か

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
推
定
を
行
っ
た(5

)
︒

そ
の
後
︑
閩
西
革
命
根
據
地
に
關
連
す
る
も
の
で
は
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
︑
高
橋
伸
夫
氏
が
︑
閩
西
に
お
け
る
共
產
黨
の
農
村
社
會

へ
の
"
#
を
め
ぐ
っ
て
︑
宗
族
結
合
の
強
い
當
該
地
域
に
お
け
る
黨
工
作
の
困
難
性
と
﹁
土
地
改
革
﹂
の
限
界
性
と
を
強
%
す
る
と
と
も
に
︑

や
む
を
得
ざ
る
狀
況
の
も
と
で
共
產
黨
は
﹁
傳
瓜
�
�
の
少
な
く
と
も
一
部
を
 
圖
�
に
溫
存
し
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た(6

)
︒
ま
た
︑

山
本
眞
氏
は
︑
土
地
革
命
�
か
ら
四
〇
年
代
に
至
る
時
�
の
閩
西
農
村
地
域
に
關
す
る
一
連
の
硏
究
に
よ
っ
て
︑
同
族
 
識
と
階
(
原
理
と
の

矛
盾
の
具
體
�
な
�
り
よ
う
を
提
示
し
︑
さ
ら
に
は
宗
族
社
會
の
革
命
・
改
革
を
め
ぐ
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
の
可
能
性
を
も
)
ら
か
に
さ
れ
て

い
る(

7
)

︒
さ
ら
に
︑
小
林
一
美
氏
は
︑
一
九
三
〇
年
の
︿
富
田
事
件
﹀
に
代
表
さ
れ
る
﹁
黨
內
肅
淸
﹂
が
特
に
宗
族
地
帶
と
し
て
の
客
家
地
區
の

公
田
沒
收
政
策
と
き
わ
め
て
關
連
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た(8

)
︒
閩
西
以
外
で
は
︑
江
西
・
湖
南
の
省
境
に
位
置
す
る
井
崗
山

地
域
の
農
村
社
會
を
對
象
と
し
て
︑
+
年
︑
�
浩
瀾
氏
は
﹁
革
命
も
宗
族
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
む
し
ろ
そ
れ
を
基
盤
に
展
開
し
て
い

た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(9

)
︒

一
方
︑
解
放
後
の
土
地
改
革
に
關
す
る
硏
究
-
を
振
り
.
る
と
︑
改
革
內
容
が
﹁
相
對
�
に
穩
永
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り(10

)
︑
七
〇
年
代
ま

で
の
硏
究
は
內
戰
�
の
そ
れ
と
比
�
し
て
︑
量
�
に
は
稀
/
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
土
地
改
革
を
歷
-
�
に
1
價
す
る
に
際
し
て
も
︑
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︿
封
円
�
土
地
�
�
制
﹀
の
解
體
と
農
民
の
︿
封
円
�
搾
取
﹀
か
ら
の
解
放
と
が
自
)
の
こ
と
と
さ
れ
︑
い
わ
ば
︿
變
革
﹀
の
內
實
に
つ
い
て

は
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る(11

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
九
八
七
年
に
お
け
る
川
井
伸
一
氏
の
硏
究
は
︑
廣
東
の
土
地

改
革
を
對
象
に
︑
宗
族
社
會
と
の
關
連
で
き
わ
め
て
�
目
す
べ
き
見
解
を
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
︑
強
固
な
宗
族
結

合
が
存
在
す
る
廣
東
で
は
︑
土
地
改
革
の
過
�
で
﹁
階
(
�
組
織
�
﹂
を
行
う
こ
と
は
現
實
�
に
﹁
困
難
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
︑
第
二
に
︑
族
田

の
﹁
	
收
﹂
と
い
う
側
面
で
は
﹁
宗
族
集
團
﹂
に
對
す
る
配
慮
が
見
ら
れ
︑
黨
自
體
も
華
北
に
比
べ
て
︑
よ
り
﹁
愼
重
な
態
度
﹂
を
取
っ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
は
土
地
改
革
の
後
も
宗
族
關
係
は
﹁
根
強
く
存
續
し
た
﹂
と
い
う
見
�
し
を
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る(12

)
︒
九

〇
年
代
以
影
︑
福
円
に
つ
い
て
も
�
に
實
地
%
査
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
︑
同
樣
の
見
解
が
發
表
さ
れ
て
い
る
︒
代
表
�
な
も
の
と
し
て
︑
土
地

改
革
は
﹁
同
族
結
合
を
解
體
す
る
ほ
ど
大
き
な
變
革
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
石
田
浩
氏
の
硏
究
︑
お
よ
び
土
地
改
革
の
裏
側
で
﹁
宗
族
 
識

は
存
續
し
︑
形
を
變
え
て
働
き
續
け
た
﹂
と
述
べ
る
阮
雲
星
氏
の
硏
究
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る(13

)
︒
さ
ら
に
︑
+
年
で
は
個
々
の
地
域
に
密
着

し
た
怨
た
な
視
座
が
提
起
さ
れ
て
お
り
︑
例
え
ば
︑
土
地
改
革
と
日
中
戰
爭
・
國
共
內
戰
に
よ
る
﹁
戰
時
體
制
﹂
と
の
直
接
�
な
關
係
︑
或
い

は
土
地
改
革
の
﹁
戰
後
處
理
﹂
�
側
面
に
つ
い
て
も
︑
硏
究
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う(14

)
︒

以
上
の
硏
究
-
�
狀
況
を
踏
ま
え
て
︑
本
稿
で
は
︑
�
と
し
て
︑
福
円
の
土
地
改
革
に
お
い
て
宗
族
�
土
地
�
�
を
中
心
に
3
成
さ
れ
て
い

た
公
地
・
公
田
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
︑
ど
の
よ
う
に
處
理
さ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
こ
う
し
た

問
題
の
設
定
を
行
う
理
由
の
一
端
は
︑
4
の
よ
う
な
﹁
土
地
改
革
法
﹂
第
三
條
の
�
言
に
あ
る(15

)
︒

祠
堂
・
h
宇
・
寺
院
・
敎
堂
・
學
校
と
團
體
の
農
村
に
�
在
す
る
土
地
お
よ
び
そ
の
他
の
公
地
を
	
收
す
る
︒

同
法
第
二
條
で
は
﹁
地
�
の
土
地
﹂
に
つ
い
て
﹁
沒
收
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
︑﹁
祠
堂
﹂
の
土
地
︑
す
な
わ
ち
族
田
に
つ
い

て
は
︑
同
法
第
六
條
に
規
定
さ
れ
た
﹁
富
農
﹂
お
よ
び
﹁
�
地
�
式
富
農
﹂
の
﹁
出
租
地
﹂
と
同
樣
に
﹁
	
收
﹂
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒﹁
沒
收
﹂
と
﹁
	
收
﹂
と
の
6
い
に
つ
い
て
は
︑
夙
に
天
野
元
之
助
氏
が
﹁
共
同
の
敵
に
對
し
て
と
︑
然
ら
ざ
る
も
の
に
對
す
る
愼
重

な
政
治
�
ふ
く
み
を
考
慮
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(16

)
︒
天
野
氏
の
い
う
﹁
愼
重
な
政
治
�
ふ
く
み
﹂
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
含
 
さ
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れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
じ
く
﹁
	
收
﹂
の
對
象
と
さ
れ
た
富
農
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
土
地
革
命
�
以
影
︑
一
九
五
〇
年
�
に
至
る
ま

で
一
貫
し
て
土
地
改
革
硏
究
の
中
心
�
�
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た(17

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
怨
解
放
區
の
族
田
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
上
述
の
川
井

氏
の
硏
究
を
除
い
て
︑
わ
が
國
で
は
ほ
と
ん
ど
7
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る(18

)
︒
本
稿
が
解
放
後
の
華
東
區
の
中
で
も
︑
特
に
宗
族

�
土
地
�
�
が
廣
鋭
に
展
開
し
て
い
た
福
円
省
を
考
察
の
對
象
と
し
て
公
地
・
公
田
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
�
以
で
あ
る(19

)
︒

一

福
円
に
お
け
る
土
地
改
革
の
槪
況

本
違
で
は
︑
ま
ず
︑
福
円
に
お
け
る
一
九
四
九
年
の
解
放
か
ら
土
地
改
革
の
8
結
に
至
る
過
�
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒

人
民
解
放
軍
が
一
方
で
は
江
西
省
の
上
饒
・
9
山
を
經
て
︑
も
う
一
方
で
は
浙
江
省
の
江
山
を
經
由
し
て
︑
二
方
面
か
ら
福
円
省
へ
入
っ
て

き
た
の
は
一
九
四
九
年
五
�
九
日
で
あ
っ
た
︒
そ
の
日
の
う
ち
に
︑
�
寄
り
の
崇
安
縣
城
︑
或
い
は
浦
城
縣
城
を
解
放
し
︑
そ
の
後
︑
五
�
か

ら
七
�
に
か
け
て
︑
閩
北

(
福
円
北
部
)
で
は
円
陽
・
南
;
・
邵
武
・
順
昌
︑
閩
東

(
福
円
東
部
)
で
は
福
鼎
・
霞
浦
・
福
安
等
︑
各
縣
城
の
占

領
・
解
放
を
經
て
︑
八
�
中
旬
に
は
福
州
に
+
接
す
る
連
江

(北
東
)
・
閩
淸

(北
西
)
・
福
淸

(
南
西
)
各
縣
の
三
方
向
か
ら
福
州
を
目
指
し
た

の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
八
�
十
七
日
に
は
︑
<
に
省
會
福
州
市
を
解
放
し
た
の
で
あ
る
︒
解
放
軍
は
續
い
て
︑
沿
海
地
域
を
閩
南

(
福
円
南

部
)
方
面
へ
と
?
軍
し
︑
二
十
日
に
は
莆
田
︑
三
十
一
日
に
は
晉
江
を
經
て
︑
十
�
一
日
の
中
華
人
民
共
和
國
の
円
國
を
挾
み
︑
同
�
十
七
日

に
は
厦
門
市
へ
と
至
っ
た
︒
ま
た
︑
別
部
A
は
各
方
面
に
展
開
し
︑
ほ
と
ん
ど
の
縣
城
は
同
年
中
に
解
放
さ
れ
た
が
︑
江
西
と
の
省
境
に
+
く
︑

閩
北
・
閩
西
の
中
閒
に
位
置
す
る
円
寧
・
光
澤
の
兩
縣
城
の
解
放
は
︑
五
〇
年
の
二
�
中
旬
ま
で
遲
れ
た
の
で
あ
っ
た(20

)
︒

そ
の
閒
︑
福
州
が
解
放
さ
れ
て
閒
も
な
く
︑
四
九
年
八
�
二
十
四
日
に
は
福
円
省
人
民
政
府
が
成
立
し
︑
永
定
縣
出
身
で
閩
西
革
命
根
據
地

の
黨
指
D
者
で
あ
っ
た
張
鼎
丞
が
�
席
と
し
て
就
任
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
E
日
に
は
︑
中
國
共
產
黨
福
円
省
委
の
機
關
誌
と
し
て
﹃
福
円
日

報
﹄
が
創
刊
さ
れ
た(21

)
︒

一
九
四
九
年
十
一
�
六
日
︑
黨
省
委
に
よ
っ
て
﹁
如
何
に
具
體
�
に
華
東
怨
區
農
村
減
租
暫
定
條
例
を
執
行
す
る
か
に
つ
い
て
の
指
示

(關
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於
如
何
具
體
執
行
華
東
怨
區
農
村
減
租
暫
行
條
例
�
指
示
)
﹂
が
出
さ
れ
︑
そ
の
E
日
﹁
華
東
怨
區
農
村
減
租
暫
定
條
例

(
華
東
怨
區
農
村
減
租
暫
行
條

例
)
﹂
を
福
円
に
F
用
す
る
と
い
う
省
人
民
政
府
の
布
吿
に
よ
っ
て
︑
減
租
政
策
は
福
円
!
域
で
實
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(22

)
︒
こ
の
時
�
の

減
租
政
策
は
︑
一
般
に
﹁
封
円
�
搾
取
﹂
を
輕
減
し
︑﹁
封
円
勢
力
﹂
を
H
體
�
さ
せ
︑
土
地
改
革
の
た
め
の
實
行
條
件
を
準
備
す
る
の
が
目

�
で
あ
っ
た
が
︑
福
円
で
も
他
の
地
域
と
同
樣
に
﹁
剿
匪
﹂﹁
反
I
﹂﹁
征
粮
﹂
と
結
合
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る(23

)
︒
他
方
︑
十
�
三
十
一
日
に
︑

福
州
市
に
J
接
す
る
林
森
縣

(
閩
侯
縣
)
で
農
民
協
會
籌
備
委
員
會
が
成
立
し
た
の
を
皮
切
り
に
︑
E
年
の
四
�
に
か
け
て
︑
福
円
各
地
で
は

縣
レ
ヴ
ェ
ル
の
農
民
代
表
會
議
が
開
か
れ
︑
農
協
籌
委
會
を
經
て
農
民
協
會
が
陸
續
と
成
立
し
た(24

)
︒
そ
う
し
た
狀
況
を
う
け
て
︑
一
九
五
〇
年

六
�
二
十
五
日
か
ら
七
�
五
日
に
か
け
て
︑
第
一
回
福
円
省
農
民
代
表
會
議
が
福
州
で
開
催
さ
れ
︑
七
�
六
日
に
は
省
農
民
協
會
が
正
式
に
發

足
し
た
の
で
あ
る(25

)
︒
ま
た
︑
�
年
の
十
二
�
か
ら
E
一
�
に
か
け
て
︑
周
寧
・
古
田
・
林
森
・
円
陽
・
同
安
等
の
各
縣
で
は
︑
い
わ
ゆ
る
︿
惡

I
﹀
に
對
す
る
鬭
爭
大
會
が
開
か
れ
︑
な
か
で
も
林
森
縣
の
﹁
大
惡
I
地
�
﹂
で
﹁
鰲
裏
金
﹂
と
い
う
渾
名
の
附
け
ら
れ
た
孫
亨
梧
は
︑
一
九

五
〇
年
八
�
五
日
に
福
州
市
人
民
法
院
の
L
決
に
よ
っ
て
死
𠛬
に
處
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た(26

)
︒

さ
て
︑
一
九
五
〇
年
六
�
三
十
日
に
﹁
土
地
改
革
法
﹂
が
公
布
さ
れ
た
後
︑
華
東
區
各
地
に
は
同
年
九
�
十
五
日
附
で
︑
華
東
軍
政
委
員
會

に
よ
る
﹁
華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
の
規
定

(華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
�
規
定
)
﹂
が
�
N
さ
れ
た
︒
福
円
で
も
︑
九
�
二
十
五
日
に
﹁
福
円
人

民
政
府
�
令
﹂
が
出
さ
れ
︑
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
�
じ
て
省
內
!
域
に
傳
え
ら
れ
た
の
で
あ
る(27

)
︒
そ
の
後
︑
十
一
�
二
十
六
日
に
至
っ
て
︑
當
該

﹁
規
定
﹂
は
中
央
人
民
政
府
政
務
院
の
批
准
を
經
て
正
式
に
公
布
さ
れ
た(28

)
︒
福
円
で
は
︑
こ
れ
よ
り
以
�
の
八
�
中
旬
か
ら
土
地
改
革
の
第
一

段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︿
典
型
試
驗
﹀
が
始
ま
っ
て
い
た
︒
そ
の
地
域
は
︑
福
州
周
邊
の
閩
侯
・
福
淸
・
長
樂
・
閩
淸
・
連
江
・
羅
源
の
六

縣
七
鄕
で
あ
っ
た(29

)
︒
そ
う
し
て
︑
同
年
十
二
�
以
影
︑
本
格
�
な
土
地
改
革
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

福
円
省
!
體
を
俯
瞰
し
た
場
合
︑
土
地
改
革
は
三
�
に
分
け
て
實
施
さ
れ
た
︒
第
一
�
は
︑
一
九
五
〇
年
十
二
�
か
ら
五
一
年
の
︿
春
P
﹀

�
ま
で
の
�
閒
で
︑
沿
海
の
﹁
;
原
地
區
﹂
を
�
な
對
象
と
し
て
︑
!
省
の
四
三
・
三
％
の
﹁
鄕
﹂
で
行
わ
れ
た(30

)
︒
第
二
�
は
︑
五
一
年
の

︿
春
P
﹀
後
か
ら
始
ま
り
︑
農
作
業
の
閒
隙
を
利
用
し
て
行
わ
れ
︑
同
年
の
︿
秋
收
﹀
�
に
は
8
了
し
た
︒
こ
の
時
�
に
實
施
さ
れ
た
地
域
の
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多
く
は
﹁
山
區
﹂﹁
林
區
﹂
で
あ
り
︑
他
に
﹁
漁
區
﹂﹁
鹽
區
﹂
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
!
省
の
四
二
・
六
％
の
﹁
鄕
﹂
が
對
象
に
な
っ
た
と
い
う
︒

�
後
に
︑
第
三
�
で
あ
る
が
︑
五
一
年
の
︿
秋
收
﹀
後
か
ら
五
二
年
の
︿
春
P
﹀
�
ま
で
の
�
閒
︑
Q
�
の
R
の
惡
い
﹁
邊
鄙
な
山
區
﹂
に
位

置
す
る
一
四
・
一
％
の
﹁
鄕
﹂
が
�
た
る
對
象
で
あ
っ
た(31

)
︒
そ
し
て
︑
一
九
五
二
年
六
�
二
十
八
日
に
は
︑
福
円
の
土
地
改
革
が
基
本
�
に
は

8
結
し
た
こ
と
が
報
S
さ
れ
た
の
で
あ
る(32

)
︒︿
典
型
試
驗
﹀
の
後
に
︑
三
�
～
四
�
に
分
け
て
土
地
改
革
を
實
施
す
る
と
い
う
方
式
は
︑
個
々

の
專
區
・
縣
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
T
用
さ
れ
て
い
た(33

)
︒
地
域
別
に
見
る
と
︑
や
は
り
沿
海
地
區
で
は
早
�
に
土
地
改
革
が
8
了
し
て
お
り
︑

閩
侯
專
區
に
屬
す
る
福
淸
・
閩
淸
・
羅
源
の
各
縣
で
は
︑
ほ
ぼ
五
一
年
五
�
頃
ま
で
に
土
地
改
革
が
完
成
し
︑
福
淸
縣
で
は
同
年
十
一
�
に
は

土
地
改
革
後
の
﹁
復
査
﹂﹁
土
整
﹂
と
い
わ
れ
る
再
檢
査
も
8
了
し
て
い
た(34

)
︒
當
時
︑
晉
江
專
區
に
屬
し
た
莆
田
縣
・
仙
游
縣
で
も
︑
五
一
年

八
�
頃
ま
で
に
土
地
改
革
は
8
わ
っ
て
い
た(35

)
︒

當
初
︑
福
円
の
土
地
改
革
は
華
東
區
の
他
の
地
域
よ
り
遲
れ
て
︑
一
九
五
一
年
の
秋
か
ら
實
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
一

九
五
〇
年
七
�
十
日
に
開
催
さ
れ
た
華
東
軍
政
委
員
會
の
第
二
4
!
體
委
員
會
議
の
席
上
︑
�
席
の
饒
漱
石
は
﹁
華
東
の
土
地
改
革
を
完
成
さ

せ
る
た
め
に
奮
鬭
し
よ
う

(爲
完
成
華
東
土
地
改
革
而
奮
鬭
)
﹂
と
い
う
報
吿
の
中
で
︑
4
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る(36

)
︒

皖
北
と
浙
江
の
一
部
の
地
區
︑
お
よ
び
福﹅

円﹅

の﹅

大﹅

部﹅

分﹅

の﹅

地﹅

區﹅

は
︑
土
地
改
革
の
條
件
が
未
だ
十
分
に
は
熟
し
て
お
ら
ず
︑
今
冬
・
)

春
に
は
ま
さ
に
剿
匪
・
減
租
・
合
理
�
W
擔
お
よ
び
生
產
救
災
等
の
X
動
に
お
い
て
大
衆
を
動
員
し
︑
繼
續
し
て
土
地
改
革
の
條
件
を
準

備
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
五
一
年
の
秋
收
後
に
土
地
改
革
を
實
行
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
一
九
五
〇
年
十
一
�
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
︑
中
國
共
產
黨
福
円
省
委
の
當
該
年
度
に
お
け
る
第
三
4
擴
大
會
議
が

福
州
で
開
催
さ
れ
た
︒
こ
の
時
︑
會
議
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
毛
澤
東
の
﹁
緊
Y
指
示
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
�
8
�
に
﹁
拍
車
を
か
け
て
匪

Z
を
討
伐
し
︑
か
つ
土
地
改
革
X
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
議

(關
於
加
緊
剿
匪
[
開
展
土
地
改
革
X
動
�
決
議
)
﹂
と
し
て
T
擇
さ
れ

た(
37
)

︒
こ
の
毛
澤
東
の
﹁
指
示
﹂
と
は
︑
4
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
毛
澤
東
は
︑
同
年
十
一
�
十
七
日
附
で
黨
中
央
華
東
局
第
一
書
記

(華

東
軍
政
委
員
會
�
席
)
饒
漱
石
と
同
局
第
二
書
記

(同
委
員
會
副
�
席
)
陳
毅
の
兩
名
宛
に
電
報
を
\
っ
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
三
點
に
わ
た
る
指
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示
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
う
ち
の
第
二
・
第
三
の
內
容
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い(38

)
︒

(二
)
⁝
⁝
閩
・
浙
兩
省
で
は
剿
匪
工
作
が
き
わ
め
て
重
]
で
あ
り
︑
特
に
福
円
の
匪
禍
に
つ
い
て
は
四
・
五
個
の
�
力
部
A
を
用
い
︑

!
力
で
_
い
つ
め
て
攻
擊
し
︑
�
限
を
定
め
て
肅
淸
す
べ
き
で
あ
る
︒
該
省
の
剿
匪
の
成
績
は
他
省
に
比
べ
て
劣
っ
て
い
る
が
︑
原
因
を

點
檢
す
べ
き
で
あ
る
︒
私
は
﹇
4
の
よ
う
に
﹈
提
案
す
る
︒
現
在
よ
り
︑
廣
鋭
に
展
開
す
る
土
地
改
革
の
工
作
と
組
み
合
わ
せ
て

(
福﹅

円﹅

で﹅

は﹅

a﹅

b﹅

に﹅

土﹅

改﹅

を﹅

實﹅

行﹅

す﹅

べ﹅

き﹅

で﹅

あ﹅

る﹅

)
︑
六
ヵ
�
以
內
に
す
べ
て
の
土
匪
集
團
を
殲
滅
し
︑
葉
飛
・﹇
張
﹈
鼎
丞
に
責
任
を
持
た
せ
︑
!

力
で
行
い
︑
成
績
を
あ
げ
さ
せ
る
︑
と
︒
た
だ
福
円
の
土
匪
が
d
滅
し
︑
土
改
が
完
成
し
さ
え
す
れ
ば
︑
た
と
い
蔣
介
石
が
上
陸
・
e
攻

し
た
と
し
て
も
︑
容
易
に
對
應
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
(三
)
華
東
の
す
べ
て
の
工
作
は
︑
米
國
お
よ
び
蔣
介
石
の
上
陸
・
e
攻
を
想
定
す

る
と
い
う
基
礎
に
立
っ
て
配
置
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

｢土
地
改
革
法
﹂
が
公
布
さ
れ
る
直
�
の
一
九
五
〇
年
六
�
二
十
五
日
に
勃
發
し
た
g
鮮
戰
爭
と
い
う
現
實
と
︑
h
せ
て
i
か
び
上
が
っ
て

き
た
蔣
介
石
に
よ
る
大
陸
反
攻
の
可
能
性
と
は
︑
毛
澤
東
に
大
い
な
る
危
機
感
を
j
か
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う(39

)
︒
そ
う
し
た
危
機
を
回
k
す
る

た
め
に
は
土
地
改
革
を
a
b
に
完
成
さ
せ
︑
農
村
の
怨
た
な
體
制
を
強
固
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
特
に
︑
當
該
電

報
で
は
臺
灣
と
の
�
線
に
位
置
す
る
福
円
を
名
指
し
で
︑﹁
土
匪
の
d
滅
﹂
と
﹁
土
改
の
完
成
﹂
と
を
﹁
a
b
に
﹂
?
め
る
こ
と
を
]
求
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
點
に
は
留
 
す
る
必
]
が
あ
ろ
う
︒

毛
澤
東
の
電
報
を
l
信
し
た
華
東
局
に
よ
っ
て
︑
同
年
十
二
�
五
日
に
出
さ
れ
た
の
が
﹁
豫
定
を
早
め
て
土
地
改
革
を
完
成
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
指
示

(關
於
提
早
完
成
土
地
改
革
�
指
示
)
﹂
で
あ
っ
た
︒
!
八
條
か
ら
な
る
﹁
指
示
﹂
の
第
一
條
で
は
︑﹁
ア
メ
リ
カ
m
國
�
義
﹂
に
よ

る
﹁
e
略
戰
爭
﹂
の
擴
大
と
い
う
狀
況
下
に
あ
っ
て
︑
當
初
の
豫
定
を
早
め
て
土
地
改
革
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
現
時
點
に
お
け
る
﹁
�
も
切

n
し
た
任
務
﹂
で
あ
る
と
謳
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
八
條
で
は
︑
華
東
區
の
な
か
で
唯
一
︑
福
円
の
名
�
を
擧
げ
て
﹁
剿
匪
﹂
と
﹁
土
改
﹂

と
を
結
合
し
て
行
う
こ
と
が
改
め
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(40

)
︒
さ
ら
に
︑
十
二
�
十
日
か
ら
十
五
日
ま
で
福
州
で
開
か
れ
た
︑
省
人
民
政

府
第
二
4
!
體
委
員
會
議
に
お
け
る
�
席
張
鼎
丞
の
報
吿
﹁
福
円
の
土
地
改
革
を
完
成
す
る
た
め
に
奮
鬭
し
よ
う

(爲
完
成
福
円
土
地
改
革
而
鬭
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爭
)
﹂
で
も
︑
今
後
は
﹁
a
b
に
し
て
廣
鋭
に
土
地
改
革
を
實
行
し
﹂
或
い
は
﹁
廣
鋭
に
し
て
a
b
に
土
地
改
革
を
行
う
と
い
う
段
階
に
?
む

べ
き
﹂
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た(41

)
︒

以
上
︑
本
違
で
は
︑
福
円
に
お
け
る
土
地
改
革
ま
で
の
經
雲
に
つ
い
て
き
わ
め
て
鯵
略
に
槪
觀
し
て
き
た
が
︑
福
円
の
土
地
改
革
は
一
九
五

〇
年
の
︿
秋
收
﹀
後
︑
十
二
�
頃
か
ら
本
格
�
に
實
施
さ
れ
︑
省
!
體
と
し
て
は
一
九
五
二
年
六
�
の
段
階
に
お
い
て
基
本
�
に
は
完
成
・
8

結
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
お
そ
ら
く
は
當
初
の
豫
定
を
�
倒
し
に
し
て
土
地
改
革
が
本
格
�
に
實
施
さ
れ
る
直
接
�
な
]
因
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︑
一
九
五
〇
年
十
一
�
の
毛
澤
東
の
﹁
緊
Y
指
示
﹂
は
︑
す
で
に
事
實
上
︑
參
戰
し
て
い
た
g
鮮
戰
爭
と
蔣
介
石
の
大
陸

反
攻
と
に
對
す
る
危
機
感
を
色
濃
く
滲
ま
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
現
實
は
︑
華
東
區
の
中
で
も
特
に
福
円
に
お
い
て
︑
土
地
改
革
を

じ
っ
く
り
と
園
底
し
て
行
う
と
い
う
餘
裕
を
奪
い
取
り
︑
豫
定
を
早
め
て
a
b
に
實
施
・
8
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
へ
と
D
い
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
問
題
は
︑
お
そ
ら
く
は
後
述
す
る
公
地
・
公
田
の
處
理
に
お
い
て
も
︑
少
な
か
ら
ざ
る
影
o
を
[
ぼ
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る(42

)
︒

二

土
地
改
革
�
の
土
地
�
�
狀
況
と
公
地
・
公
田

｢土
地
改
革
法
﹂
が
公
布
さ
れ
る
ほ
ぼ
�
�
�
の
︑
一
九
五
〇
年
六
�
十
四
日
か
ら
北
京
で
始
ま
っ
た
中
國
人
民
政
治
協
商
會
議
第
一
回
!

國
委
員
會
第
二
4
會
議
の
席
上
︑
劉
少
奇
は
著
名
な
﹁
土
地
改
革
問
題
に
つ
い
て
の
報
吿

(關
於
土
地
改
革
問
題
�
報
吿
)
﹂
を
行
っ
た(43

)
︒
周
知

の
よ
う
に
︑
當
該
報
吿
は
﹁
土
地
改
革
法
﹂
の
內
容
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中
で
劉
少
奇
は
︑
中
國
が
土
地
改
革
を
必
]
と
す

る
理
由
と
し
て
︑
土
地
制
度
が
﹁
き
わ
め
て
不
合
理
﹂
で
あ
る
點
を
擧
げ
︑
4
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
農
村
の
人
口
の
一
〇

％
に
も
滿
た
な
い
地
�
・
富
農
が
七
〇
～
八
〇
％
の
土
地
を
�
�
す
る
一
方
で
︑
人
口
の
九
〇
％
以
上
を
占
め
る
貧
農
・
q
農
・
中
農
等
は
わ

ず
か
二
〇
～
三
〇
％
の
土
地
し
か
�
�
し
て
い
な
い
︑
と
︒
こ
れ
自
體
は
﹁
舊
中
國
の
一
般
�
な
土
地
狀
況
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る

が
︑
そ
れ
と
同
時
に
﹁
�
+
の
華
東
お
よ
び
中
南
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
農
村
の
%
査
r
料
﹂
に
よ
れ
ば
︑
と
斷
り
つ
つ
︑
劉
少
奇
は
ま
た
4
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
當
該
地
域
で
は
地
�
の
�
�
す
る
土
地
と
公
地
と
が
三
〇
～
五
〇
％
を
︑
富
農
の
土
地
が
一
〇
～
一
五
％
を
︑
そ
し

て
中
農
・
貧
農
・
q
農
の
土
地
が
h
せ
て
三
〇
～
四
〇
％
を
占
め
て
い
る(44

)
︑
と
︒
先
の
﹁
一
般
�
な
土
地
狀
況
﹂
と
は
か
な
り
衣
な
る
數
値
が

こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
見
す
る
と
︑
華
東
區
に
お
け
る
地
�
の
土
地
�
�
が
そ
れ
ほ
ど
極
端
に
は
展
開
し
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を

l
け
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
劉
少
奇
の
﹁
報
吿
﹂
が
當
然
の
よ
う
に
土
地
改
革
の
た
め
の
政
治
�
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
 
味
合
い
が
強
い
こ
と
は
言
を
俟
た

な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
ま
ず
�
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
︑
劉
少
奇
が
華
東
・
中
南
兩
區
に
お
け
る
﹁
農
村
の
%
査
r
料
﹂
に
言

[
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
華
東
區
で
は
︑
す
で
に
內
戰
�
に
土
地
改
革
が
始
ま
っ
て
い
た
山
東
省
を
除
く
と
︑
一
九
四
九
年
の
後
�
か
ら
各

地
で
農
村
%
査
が
行
わ
れ
︑
そ
れ
ら
の
%
査
デ
ー
タ
お
よ
び
%
査
報
吿
は
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
一
九
五
〇
年
內
に
集
積
さ
れ
て
い
た(45

)
︒
例
え
ば
︑

福
円
で
は
そ
の
一
部
が
﹃
福
円
日
報
﹄
紙
上
で
公
表
さ
れ
て
い
る(46

)
︒
こ
う
し
た
狀
況
を
�
提
と
し
て
︑
華
東
區
に
お
け
る
土
地
改
革
が
ほ
ぼ
8

結
し
た
後
の
一
九
五
二
年
十
二
�
︑
華
東
軍
政
委
員
會
土
地
改
革
委
員
會
の
名
の
も
と
に
﹁
華
東
農
村
經
濟
r
料
﹂
と
銘
打
っ
て
︑
!
五
册

(
!
六
分
册
)
で
s
輯
・
刊
行
さ
れ
た
の
が
﹃
江
蘇
省
農
村
%
査
﹄
(第
一
分
册
)
︑﹃
浙
江
省
農
村
%
査
﹄
(第
二
分
册
)
︑﹃
福
円
省
農
村
%
査
﹄

(第
三
分
册
)
︑﹃
安
s
省
農
村
%
査
﹄
(第
四
分
册
)
お
よ
び
﹃
山
東
省
・
華
東
各
大
中
城
市
郊
區
農
村
%
査
﹄
(
第
五
・
第
六
分
册
)
で
あ
る(47

)
︒

こ
う
し
た
各
省
レ
ヴ
ェ
ル
の
農
村
%
査
と
同
樣
に
︑
一
九
五
二
年
十
二
�
に
は
︑
同
じ
く
華
東
軍
政
委
員
會
土
地
改
革
委
員
會
s
﹃
華
東
區

土
地
改
革
成
果
瓜
計
﹄
が
出
さ
れ
て
い
る(48

)
︒
わ
ず
か
二
十
四
頁
で
︑
十
種
類
の
瓜
計
表
に
よ
っ
て
3
成
さ
れ
て
い
る
當
該
書
に
收
錄
さ
れ
た

﹁
土
地
改
革
�
華
東
農
村
各
階
(

(
層
)
土
地
佔
�
x
況
瓜
計
﹂
を
﹇
表
1
﹈
と
し
て
提
示
し
︑
ま
た
︑
そ
の
﹁
附
表

(
一
)
﹂
と
し
て
揭
載
さ

れ
て
い
る
﹁
土
地
改
革
�
華
東
各
省

(區
)
市
農
村
各
階
(

(
層
)
土
地
佔
�
x
況
瓜
計
表
﹂
を
地
域
ご
と
に
整
理
し
た
の
が
﹇
表
2
﹈
か
ら

﹇
表
5
﹈
ま
で
で
あ
る
︒﹇
表
1
﹈
に
は
華
東
區
!
體
の
瓜
計
數
値
が
︑﹇
表
2
]
～
[表
5
﹈
に
は
そ
れ
ぞ
れ
蘇
南
・
安
s
・
浙
江
・
福
円
の

デ
ー
タ
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(49

)
︒

ま
ず
﹇
表
1
﹈
に
よ
れ
ば
︑
華
東
區
!
體
で
︑
地
�
・
富
農

(
�
地
�
式
富
農
を
含
む
︒
以
下
︑
同
)
は
戶
數
比
で
五
・
三
三
％
︑
人
口
比
で
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[表 1] 土地改革�華東農村各階層土地��狀況

階 層 戶 數
戶數比

(%)
人口數

人口數比

(%)

土 地 (市畝)

畝 數 畝數比 (%) ;均畝數

地 � 485,428 3.07 2,612,643 4.00 37,265,955.29 26.17 14.26

�地�式富農 50,924 0.32 271,102 0.41 1,952,643.21 1.37 7.20

富 農 306,081 1.94 1,794,629 2.75 8,321,251.86 5.84 4.64

工 商 業 者 59,326 0.38 314,397 0.48 443,405.93 0.31 1.41

小土地出租者 375,009 2.37 1,110,337 1.70 3,639,183.90 2.56 3.28

中 農 5,173,128 32.72 23,783,996 36.40 47,918,593.66 33.65 2.01

貧 農 7,612,914 48.15 29,863,778 45.71 25,644,368,04 18.01 0.86

q 農 784,635 4.96 2,087,140 3.19 700,931.31 0.49 0.34

手工業工人 69,464 0.44 258,104 0.40 50,081.14 0.03 0.19

そ の 他 893,999 5.65 3,243,537 4.96 1,786,887.31 1.25 0.55

公 田 ―― ―― ―― ―― 14,696,521.86 10.32 ――

合 計 15,810,888 100.00 65,339,663 100.00 142,419,823.51 100.00 2.18

表�：瓜計範圍として「浙江 76 縣、安s 71 縣 (市)・4 市郊、福円 66 縣・2 市郊、蘇南 22 縣中

1,722鄕、合計 235縣 (市)・6市郊、1,722鄕」という數が擧げられている。

典據：華東軍政委員會土地改革委員會s『華東區土地改革成果瓜計』1952 年，2頁。

[表 2] 土地改革�蘇南農村各階層土地��狀況

階 層 戶 數
戶數比

(%)
人口數

人口數比

(%)

土 地 (市畝)

畝 數 畝數比 (%) ;均畝數

地 � 42,563 2.50 226,098 3.18 3,683,299.83 28.30 16.29

公 田 28,319 1.67 5,331 0.07 768,165.05 5.90 144.09

富 農 37,885 2.23 216,627 3.05 912,012.19 7.01 4.21

中 農 512,161 30.14 2,424,649 34.11 4,113,937.30 31.61 1.70

貧 農 882,086 51.90 3,569,034 50.21 2,715,092.61 20.86 0.76

q 農 57,111 3.36 168,712 2.37 57,214.79 0.44 0.34

手工業工人 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

工 商 業 者 11,064 0.65 51,383 0.72 148,001.17 1.14 2.88

小土地出租者 65,520 3.86 205,946 2.90 479,058.19 3.68 2.33

そ の 他 62,761 3.69 240,925 3.39 137,985.17 1.06 0.57

合 計 1,699,470 100.00 7,108,705 100.00 13,014,696.30 100.00 1.83

典據：同�、3頁。

[表 3] 土地改革�安s農村各階層土地��狀況

階 層 戶 數
戶數比

(%)
人口數

人口數比

(%)

土 地 (市畝)

畝 數 畝數比 (%) ;均畝數

地 � 240,545 3.81 1,311,764 4.84 25,256,995.01 30.87 19.25

公 田 ―― ―― ―― ―― 3,415,431.26 4.17 ――

富 農 168,934 2.68 996,687 3.67 6,477,087.77 7.92 6.50

中 農 2,164,998 34.29 10,169,565 37.51 28.366,337.23 34.67 2.79

貧 農 3,088,405 48.92 12,623,773 46.56 15,381,544.15 18.80 1.22

q 農 365,997 5.79 1,082,831 3.99 479,993.60 0.59 0.44

手工業工人 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

工 商 業 者 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

小土地出租者 122,882 1.95 339,039 1.25 1,991,391.07 2.43 5.87

そ の 他 161,837 2.56 590,880 2.18 455,063.60 0.55 0.77

合 計 6,313,598 100.00 27,114,539 100.00 81,823,843.69 100.00 3.02

典據：同�、3-4頁。



七
・
一
六
％
を
占
め
て
お
り
︑
土
地
�
�
の
割

合
は
三
三
・
三
八
％
で
あ
る
︒
他
方
︑
中
農
・

貧
農
・
q
農
は
戶
數
比
が
八
五
・
八
三
％
︑
人

口
比
が
八
五
・
三
〇
％
と
壓
倒
�
多
數
を
占
め

て
い
る
が
︑
土
地
�
�
の
割
合
も
h
せ
て
五

二
・
一
五
％
で
あ
り
︑
地
�
・
富
農
の
土
地
を

大
き
く
超
え
て
い
る
︒
中
農
が
�
�
す
る
土
地

(三
三
・
六
五
％
)
も
地
�
の
そ
れ

(二
六
・
一
七

％
)
を
比
�
で
は
上
回
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
公
田
に
つ
い
て
は
華
東
區
!
體
で
一

〇
・
三
二
％
と
い
う
數
値
が
示
さ
れ
て
い
る
︒

4
に
﹇
表
2
]
～
[表
5
﹈
の
數
値
か
ら
窺
え

る
こ
と
と
し
て
︑
お
よ
そ
4
の
三
點
を
擧
げ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
︒
第
一
に
︑
本
稿
の
�
題
と

の
關
連
で
い
え
ば
︑
土
地
�
�
狀
況
に
占
め
る

公
田
の
割
合
が
︑
蘇
南
で
は
五
・
九
〇
％
︑
安

s
で
は
四
・
一
七
％
︑
浙
江
で
は
一
六
・
三
五

％
に
對
し
て
︑
福
円
の
公
田
は
二
九
・
三
六
％

と
い
う
︑
突
出
し
て
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
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[表 5] 土地改革�福円農村各階層土地��狀況

階 層 戶 數
戶數比

(%)
人口數

人口數比

(%)

土 地 (市畝)

畝 數 畝數比 (%) ;均畝數

地 � 63,105 2.23 368,364 3.17 2,753,304.41 13.50 7.47

公 田 ―― ―― ―― ―― 5,986,632.13 29.36 ――

富 農 52,118 1.84 306,316 2.64 1,054,511.73 5.17 3.44

中 農 999,902 35.24 4,624,861 39.80 6,597,744.14 32.36 1.43

貧 農 1,246,933 43.95 4,646,762 39.99 2,833,596.43 13.90 0.61

q 農 104,514 3.68 250,766 2.16 59,340.79 0.29 0.24

手工業工人 56,565 1.99 206,133 1.77 50,093.29 0.25 0.24

小 商 販 32,530 1.15 149,050 1.28 42,118.94 0.20 0.28

工 商 業 者 27,818 0.98 172,553 1.48 136,949.39 0.67 0.79

小土地出租者 68,643 2.42 214,550 1.85 509,177.51 2.50 2.37

そ の 他 185,035 6.52 680,648 5.86 367,536.27 1.80 0.54

合 計 2,837,163 100.00 11,620,003 100.00 20,391,005.03 100.00 1.75

典據：同�、4頁。

[表 4] 土地改革�浙江農村各階層土地��狀況

階 層 戶 數
戶數比

(%)
人口數

人口數比

(%)

土 地 (市畝)

畝 數 畝數比 (%) ;均畝數

地 � 140,377 2.81 711,917 3.64 5,663,524.00 20.66 7.96

公 田 ―― ―― ―― ―― 4,480,794.00 16.35 ――

富 農 100,381 2.01 557,188 2.85 1,854,564.00 6.77 3.33

中 農 1,499,065 29.98 6,578,200 33.66 8,888,239.00 32.43 1.35

貧 農 2,402,511 48.04 9,042,775 46.27 4,749,286.00 17.33 0.53

q 農 258,299 5.16 589,544 3.02 107,093.00 0.39 0.18

手工業工人 12,461 0.25 52,086 0.27 ―― ―― ――

小 商 販 ―― ―― ―― ―― ―― ―― ――

工 商 業 者 20,875 0.42 101,936 0.52 169,140.00 0.62 1.66

小土地出租者 118,489 2.37 350,787 1.80 669,365.00 2.44 1.91

そ の 他 448,114 8.96 1,557,644 7.97 824,177.00 3.01 0.53

合 計 5,000,572 100.00 19,542,077 100.00 27,406,182.00 100.00 1.40

典據：同�、4頁。



こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
︑
先
の
劉
少
奇
の
言
說
︑
す
な
わ
ち
﹁
き
わ
め
て
不
合
理
﹂
と

い
わ
れ
た
﹁
一
般
�
な
土
地
狀
況
﹂
は
も
と
よ
り
︑﹁
華
東
・
中
南
に
お
け
る
﹂
そ
れ
よ

り
も
︑
四
地
域
す
べ
て
に
お
い
て
中
農
・
貧
農
・
q
農
の
土
地
�
�
の
割
合
が
地
�
・

富
農
の
そ
れ
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
福
円
で
は
地
�
・
富
農
の

土
地
�
�
の
割
合
が
一
八
・
六
七
％
と
四
地
域
の
中
で
は
�
も
低
く
︑
安
s

(三
八
・
七

九
％
)
の
�
分
以
下
の
比
�
で
し
か
な
い
︒
そ
し
て
︑
第
三
に
︑
第
二
の
點
と
も
關
連
す

る
が
︑
中
農
の
土
地
�
�
�
が
 
外
な
ほ
ど
高
い
こ
と
で
あ
る
︒
地
�
と
中
農
と
の
比

�
で
言
え
ば
︑
蘇
南
で
は
�
者
二
八
・
三
〇
％
と
後
者
三
一
・
六
一
％
︑
安
s
で
は
同

じ
く
三
〇
・
八
七
％
と
三
四
・
六
七
％
︑
浙
江
で
は
二
〇
・
六
六
％
と
三
二
・
四
三
％
︑

そ
し
て
福
円
で
は
一
三
・
五
〇
％
と
三
二
・
三
六
％
と
い
う
よ
う
に
︑
す
べ
て
の
地
域

で
中
農
の
�
�
す
る
土
地
の
割
合
は
地
�
の
そ
れ
を
超
え
て
お
り
︑
福
円
で
は
二
倍
以

上
の
�
差
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る(50

)
︒

と
こ
ろ
で
︑
福
円
內
部
に
お
け
る
土
地
改
革
�
の
土
地
�
�
狀
況
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
︑
現
時
點
で
比
�
�
容
易
に
接
す
る
こ
と
の
で

き
る
デ
ー
タ
と
し
て
︑
�
に
一
九
九
〇
年
代
以
影
︑
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
陸
續
と

刊
行
さ
れ
た
︑
福
円
各
地
の
怨
s
地
方
志
の
﹁
土
地
改
革
﹂
の
項
に
提
示
さ
れ
て
い
る

も
の
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒﹇
表
6
﹈
は
︑
土
地
改
革
時
�
の
福
円
の
八
專
區
ご

と
に
三
十
五
地
域
・
三
十
縣
の
數
値
デ
ー
タ
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る(51

)
︒

福
円
省
!
體
の
縣
數
か
ら
す
れ
ば
︑
�
分
に
も
滿
た
な
い
デ
ー
タ
で
あ
る
が(52

)
︑﹇
表
6
﹈
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[表 6] 土地改革�福円各地の公田および各階層の土地��比� (%)

專區 縣名等 公田 地� 富農 中農 貧農 q農 その他 典據
閩侯 福淸市 10.93 15.40 6.20 42.41 19.84 0.30 4.92 ( 1 )

羅源縣 32.16 19.40 5.91 19.66 14.32 0.78 7.77 ( 2 )
閩淸縣 39.44 10.50 5.61 22.08 12.32 10.05 ( 3 )

円陽 邵武市 36.37 26.90 7.49 18.35 6.80 0.20 3.89 ( 4 )
円甌縣 45.01 19.70 7.85 17.22 7.10 0.26 2.86 ( 5 )
浦城縣 31.93 31.38 7.43 17.74 3.87 0.11 7.54 ( 6 )
松溪縣 35.88 10.47 2.70 24.32 11.30 0.11 15.22 ( 7 )
政和縣 28.70 23.60 6.39 24.10 12.60 0.20 4.41 ( 8 )

南; 南;地區 41.99 14.30 7.42 23.35 10.04 0.30 3.77 ( 9 )
南;市 44.71 19.62 7.43 17.09 8.49 1.21 1.45 (10)
尤溪縣 47.38 13.83 5.93 17.80 8.46 0.16 6.44 (11)
沙 縣 49.74 15.68 6.37 16.61 6.43 0.15 5.02 (12)
順昌縣 25.50 19.64 8.52 28.56 10.25 0.15 7.38 (13)
將樂縣 32.84 13.69 8.23 27.52 12.08 0.16 5.48 (14)
円寧縣 23.68 19.70 9.87 23.74 10.88 0.13 12.00 (15)
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表�：｢縣名等」の項は典據とした怨s地方志の名稱によった。「公田」の項は各地方志によって「公

地」「公田」「封円公田或機動田」「族h學田」「公輪田機動田」「氏族公田」等と呼ばれている

ものを一括して「公田」とした。各項目の數値は小數點以下二桁に瓜一して表記した。

典據：以下、煩雜をkけるために書名・書誌・頁數のみの表記に止めた。(1) 怨s『福淸市志』厦門

大學出版社・厦門、1994 年、176-177 頁。(2) 同『羅源縣志』方志出版社・北京、1998 年、

174-175頁。(3) 同『閩淸縣志』群衆出版社・北京、1993 年、135頁。(4) 同『邵武市志』群

衆出版社・北京、341頁。(5) 同『円甌縣志』中華書局・北京、1994 年、123頁。(6) 同『浦

城縣志』中華書局・北京、1994 年、244頁。(7) 同『松溪縣志』中國瓜計出版社・北京、1994

年、153頁。(8) 同『政和縣志』中華書局・北京、1994 年、157頁。(9) 同『南;地區志』第

1册、方志出版社・北京、2004 年、349頁。(10) 同『南;市志』上册、中華書局・北京、1994 年、

615頁。(11) 同『尤溪縣志』福円省地圖出版社・福州、115頁。(12) 同『沙縣志』中國科學

技�出版社・北京、1992 年、143頁。(13) 同『順昌縣志』中國瓜計出版社・北京、1994 年、

150 頁。(14) 同『將樂縣志』方志出版社・北京、1998 年、179-180 頁。(15) 同『円寧縣志』

怨華出版社・北京、1995 年、111頁。(16) 同『泉州市志』第 1册、中國社會科學出版社・北

京、2000 年、535頁。ここでの數値は莆田・仙游・同安の三縣を含む晉江專區!體のデータで

ある。(17) 同『仙游縣志』方志出版社・北京、1995 年、159頁。(18) 同『安溪縣志』上册、

怨華出版社・北京、1994 年、178-179頁。(19) 同『永春縣志』語�出版社・北京、1990 年、

187頁。(20) 同『德�縣志』怨華出版社・北京、1992 年、135頁。(21) 同『漳州市志』第 1

册、中國社會科學出版社・北京、1999 年、566-567頁。(22) 同『龍海縣志』東方出版社・北

京、1993 年、106頁。(23) 同�、107頁。(24) 同『詔安縣志』福円敎育出版社・福州、1999

年、196 頁。(25) 同『;和縣志』群衆出版社・北京、1994 年、211 頁。(26) 同『華安縣志』

厦門大學出版社・厦門、1996 年、122 頁。(27) 同『三)市志』第 1 册、方志出版社・北京、

2002 年、469頁。ここでの數値は當時、南;專區に屬した尤溪・沙縣・將樂・泰寧・円寧五縣

を含むデータである。(28) 同『淸液縣志』中華書局・北京、1994 年、111頁。(29) 同『寧�

縣志』福円人民出版社・福州、1992 年、167頁。なお當該縣志では「公田」の數値は「その

他」として一括されているため「公田」の項には數値を入れていない。(30) 同『大田縣志』中

華書局・北京、1996 年、204頁。(31) 同『龍巖地區志』上册、上海人民出版社・上海、1992 年、

213頁。(32) 同『漳;縣志』生活・讀書・怨知三聯書店、1995 年、149-150頁。(33) 同『長汀縣

志』生活・讀書・怨知三聯書店・北京、1993 年、125頁。(34) 同『福鼎縣志』中國瓜計出版

社・北京、1993 年、343頁。(35) 同『周寧縣志』中國科學技�出版社・北京、1993 年、98頁。

專區 縣名等 公田 地� 富農 中農 貧農 q農 その他 典據
晉江 泉州市 16.52 4.06 2.82 57.28 12.88 0.18 6.26 (16)

仙游縣 40.29 8.47 3.08 30.44 13.98 0.06 3.68 (17)
安溪縣 17.53 5.20 4.78 44.96 19.46 0.52 7.55 (18)
永春縣 39.24 6.25 2.83 29.90 11.50 0.21 10.07 (19)
德�縣 27.82 11.21 9.12 32.36 12.63 0.08 6.78 (20)

龍溪 漳州市 19.31 11.70 6.33 38.77 17.54 0.19 6.16 (21)
龍溪縣 16.89 13.98 7.68 38.58 16.55 0.25 6.07 (22)
海澄縣 18.25 16.56 6.45 36.72 16.55 0.09 5.38 (23)
詔安縣 26.20 6.20 5.60 42.40 15.00 0.10 4.50 (24)
;和縣 21.99 13.22 4.08 38.84 19.10 0.16 2.61 (25)
華安縣 19.89 17.19 5.82 36.55 14.93 0.35 5.27 (26)

永安 三)市 44.10 13.59 6.69 21.14 10.82 0.26 3.40 (27)
淸液縣 35.88 10.47 2.74 24.32 11.30 0.11 15.18 (28)
寧�縣 ―― 10.51 3.18 29.19 11.24 0.28 45.60 (29)
大田縣 38.94 10.05 6.02 26.31 15.41 0.54 2.73 (30)

龍巖 龍巖地區 42.69 7.96 3.90 22.44 18.37 0.35 4.29 (31)
漳;縣 36.12 9.81 4.85 31.92 12.21 0.08 5.01 (32)
長汀縣 49.07 4.79 2.31 20.03 17.56 0.08 6.16 (33)

福安 福鼎縣 24.41 18.78 3.16 29.44 15.71 0.68 7.82 (34)
周寧縣 30.15 16.85 4.33 23.36 21.23 0.99 3.09 (35)



の
數
値
か
ら
は
︑
4
の
よ
う
な
點
を
確
�
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
第
一
に
︑
各
地
の
公
田
の
比
�
に
つ
い
て
は
︑
怨
s
地
方
志
段
階
の
行
政

區
畫
と
は
衣
な
っ
て
は
い
る
が
︑
大
き
な
區
域
で
見
た
場
合
︑
沿
海
地
域
の
泉
州
市
が
一
六
・
五
二
％
︑
漳
州
市
が
一
九
・
三
一
％
で
あ
る
の

に
對
し
て
︑
內
陸
に
位
置
す
る
南
;
地
區
は
四
一
・
九
九
％
︑
三
)
市
は
四
四
・
一
〇
％
︑
龍
巖
地
區
は
四
二
・
六
九
％
と
い
う
よ
う
に
︑
き

わ
め
て
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る(53

)
︒
ま
た
︑
個
別
の
縣
で
も
同
樣
に
︑
沿
海
の
福
淸
縣

(
閩
侯
專
區
)
が
一
〇
・
九
三
％
︑
龍
溪

縣

(龍
溪
專
區
)
が
一
六
・
八
九
％
︑
海
澄
縣

(同
)
が
一
八
・
二
五
％
に
對
し
て
︑
內
陸
の
円
甌
縣

(
円
陽
專
區
)
は
四
五
・
〇
一
％
︑
沙
縣

(南
;
專
區
)
は
四
九
・
七
四
％
︑
尤
溪
縣

(同
)
は
四
七
・
三
八
％
︑
長
汀
縣

(龍
巖
專
區
)
は
四
九
・
〇
七
％
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

!
般
�
に
沿
海
地
域
の
デ
ー
タ
が
些
か
少
な
い
¸
い
は
あ
る
が
︑
福
円
で
は
槪
し
て
沿
海
地
域
よ
り
も
內
陸
の
︿
山
區
﹀
と
い
わ
れ
る
地
域
に

お
い
て
︑
公
田
は
よ
り
廣
鋭
に
展
開
し
て
い
た(54

)
︒
第
二
に
︑
地
�
・
富
農
の
�
�
す
る
土
地
を
h
せ
た
割
合
が
槪
し
て
低
い
數
値
を
示
し
て
い

る
こ
と
で
あ
り
︑
中
農
・
貧
農
・
q
農
の
土
地
を
合
計
し
た
數
値
を
超
え
る
地
域
は
︑
わ
ず
か
に
円
甌
縣

(
円
陽
專
區
)
・
浦
城
縣

(南
;
專

區
)
・
邵
武
縣

(同
)
の
三
縣
の
み
で
あ
る
︒
ま
た
︑
地
�
の
�
�
地
に
限
定
し
て
見
る
な
ら
ば
︑
晉
江
專
區

(泉
州
市
)
で
は
!
體
と
し
て

四
・
〇
六
％
と
極
端
に
低
い
比
�
を
示
し
て
お
り
︑
仙
游
・
安
溪
・
永
春
の
三
縣
も
五
～
八
％
臺
の
數
値
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
ほ
か
に
も
︑

詔
安
縣

(龍
溪
專
區
)
は
六
・
二
〇
％
︑
長
汀
縣
は
七
・
一
〇
％
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
地
�
・
富
農
の
�
�
地
と
は
對
照
�
に
︑
や
は
り
中
農

の
�
�
す
る
土
地
の
割
合
が
比
�
�
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
特
に
晉
江
專
區
は
五
七
・
二
八
％
︑
福
淸
縣
で
は
四
二
・
四
一

％
︑
詔
安
縣
で
は
四
二
・
四
〇
％
と
い
う
︑
非
常
に
高
い
比
�
の
地
域
も
存
在
し
て
い
た
︒

以
上
︑
土
地
改
革
以
�
の
福
円
に
お
け
る
土
地
�
�
狀
況
を
探
る
た
め
に
︑
各
階
層
が
�
�
す
る
土
地
と
公
田
と
の
割
合
に
關
す
る
數
値

デ
ー
タ
を
︑
華
東
區
の
蘇
南
・
安
s
・
浙
江
・
福
円
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
は
福
円
省
內
の
各
地
に
つ
い
て
檢
討
し
︑
ご
く
鯵
單
な
分
析
を
加
え

て
き
た
︒
華
東
區
の
中
で
も
︑
土
地
�
�
�
に
占
め
る
公
田
の
割
合
が
突
出
し
て
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
福
円
で
は
︑
地
�
・
富
農
の
土
地

の
比
�
が
き
わ
め
て
低
く
︑
そ
の
一
方
で
︑
華
東
區
の
他
の
地
域
と
同
樣
に
中
農
の
土
地
の
割
合
が
比
�
�
高
い
と
い
う
特
	
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
︒
當
然
の
よ
う
に
﹁
土
地
改
革
法
﹂
で
は
一
切
﹁
e
�
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
さ
れ
た
中
農
の
土
地
を
除
外
す
る
と(55

)
︑
福
円
で

― 123 ―

309



は
公
田
を
地
�
の
土
地
と
同
樣
に
沒
收
の
對
象
と
し
な
い
限
り
︑
土
地
改
革
の
一
方
の
�
で
あ
る
︿
農
民
�
土
地
�
�
﹀
の
確
立
︑
す
な
わ
ち

貧
農
・
q
農
に
對
し
て
改
革
の
︿
果
實
﹀
を
そ
れ
な
り
に
分
配
す
る
こ
と
な
ど
︑
端
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

三

公
地
・
公
田
の
	
收
を
め
ぐ
っ
て

す
で
に
︿
�
稿
﹀
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
土
地
革
命
�
の
中
國
共
產
黨
の
公
田
�
識
は
︑
一
九
二
八
年
七
�
段
階

(
中
國
共
產
黨
六
!
大
會
﹁
土

地
問
題
に
つ
い
て
の
決
議
﹂
)
の
地
�
・
豪
紳
に
よ
る
農
民
搾
取
の
物
�
基
盤
と
い
う
も
の
か
ら
︑
一
九
三
一
年
十
二
�

(﹁
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和

國
土
地
法
﹂
)
に
は
農
民
自
身
が
關
わ
り
を
も
つ
が
ゆ
え
に
︑
農
民
の
﹁
宗
敎
感
x
﹂
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
へ
と
變
�
し
︑
�
8

�
に
は
︑
一
九
三
三
年
十
�
十
日
に
出
さ
れ
た
﹁
土
地
鬭
爭
中
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
の
決
定

(關
於
土
地
鬭
爭
中
一
些
問
題
�
決
定
)
﹂

の
﹁
公
堂
の
管
理

(管
公
堂
)
﹂
に
お
い
て
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
公
堂
の
管
理
﹂
と
は
︑
ま
さ
し
く
族
田
等
の
公
田
の
�
�
・
管
理
に
關

わ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
當
該
の
﹁
決
定
﹂
で
は
そ
れ
自
體
が
基
本
�
に
は
﹁
搾
取
行
爲
﹂
で
あ
る
と
�
定
し
な
が
ら
も
︑﹁
地
�
・
富
農
・
r

本
家
に
よ
る
公
堂
の
管
理
﹂
と
﹁
工
・
農
・
貧
民
に
よ
る
公
堂
の
管
理
﹂
と
が
截
然
と
分
け
ら
れ
︑
そ
の
﹁
�
﹂
に
は
4
の
よ
う
に
書
か
れ
て

い
た
︒

但
し
︑
一
部
の
小
さ
な
公
堂
は
工
・
農
・
貧
民
大
衆
に
よ
っ
て
輪
番
で
管
理
さ
れ
て
お
り
︑
搾
取
量
も
き
わ
め
て
少
な
く
︑
從
っ
て
︑

管
理
者
の
階
(
成
分
を
3
成
す
る
一
つ
の
]
素
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
一
部
の
人
は
公
堂
を
管
理
し
た
だ
け
で
す
べ
て
地
�
・
富
農

な
い
し
は
r
本
家
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
�
り
で
あ
る
︒

ま
さ
に
︑
農
民
を
管
理
の
�
體
と
す
る
公
田
は
必
ず
し
も
沒
收
の
對
象
と
は
さ
れ
ず
︑
何
ら
か
の
別
の
措
置
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
と
い
え
よ
う(56

)
︒

こ
う
し
た
公
田
�
識
は
︑
中
央
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
一
九
五
〇
年
�
の
土
地
改
革
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
一
九
五
〇

年
八
�
二
十
日
に
公
布
さ
れ
た
政
務
院
﹁
農
村
の
階
(
成
分
を
區
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定

(
關
於
劃
分
農
村
階
(
成
份
�
決
定
)
﹂
は
﹁
土
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地
改
革
法
﹂
の
實
施
に
向
け
て
︑
そ
れ
を
補
完
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中
に
﹁
土
地
鬭
爭
中
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ

い
て
の
決
定
﹂
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
收
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る(57

)
︒

で
は
︑
こ
の
時
�
︑
華
東
區
に
お
い
て
︑
公
地
・
公
田
は
ど
の
よ
う
に
取
り
�
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
す
で
に

觸
れ
た
︑
一
九
五
〇
年
七
�
に
お
け
る
饒
漱
石
の
報
吿

(﹁
華
東
の
土
地
改
革
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
奮
鬭
し
よ
う
﹂
)
に
は
︑
4
の
よ
う
な
記
述
が

存
在
す
る(58

)
︒

第
五
に
︑
華
東
の
公
地
は
比
�
�
多
く

(
%
査
に
よ
れ
ば
︑
華
東
各
地
の
公
地
は
一
般
�
に
!
P
地
の
ほ
ぼ
一
〇
～
一
五
％
�
後
を
占
め
て
お
り
︑

多
い
と
こ
ろ
で
は
二
〇
％
以
上
に
N
す
る
も
の
が
あ
る
)
︑
ま
さ
に
﹁
土
地
改
革
法
﹂
第
三
條
の
規
定
に
よ
っ
て
處
理
す
べ
き
で
あ
る
︒
宗
敎

の
土
地
お
よ
び
宗
族
の
土
地
を
處
理
す
る
と
き
は
︑
必
ず
や
人
民
の
宗
敎
�
感
x
と
宗
族
�
感
x
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝

宗
族
の
土
地
を
分
配
す
る
と
き
は
︑
ま
さ
に
本
族
の
農
民
の
 
見
を
�
重
す
る
よ
う
に
心
が
け
︑
h
せ
て
F
度
に
本
族
の
土
地
の
な
い
か
︑

土
地
の
少
な
い
農
民
の
]
求
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
︒

公
田
の
處
理
に
當
た
っ
て
は
︑
農
民
の
﹁
宗
敎
�
感
x
を
阻
�
し
な
い
﹂
と
い
う
︑
土
地
革
命
�
の
﹁
中
華
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
共
和
國
土
地
法
﹂

第
六
條
に
登
場
し
た
考
え
方
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
宗
族
の
土
地
﹂
に
對
す
る
﹁
宗
族
�
感
x
﹂
に
配
慮
す
る
と
い
う
︑
よ
り
)
確
な
か
た
ち
で
繼

承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(59

)
︒
そ
の
後
︑
九
�
の
段
階
で
福
円
に
�
N
さ
れ
た
﹁
華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
の
規
定
﹂
に
見
え
る
﹁
土
地
改
革
中

の
各
項
目
の
具
體
�
政
策
に
つ
い
て
の
補
閏
規
定
﹂
の

(五
)
で
も
︑﹁
祠
堂
・
h
宇
﹂
等
の
公
地
の
﹁
	
收
お
よ
び
分
配
﹂
に
際
し
て
�
 

す
べ
き
こ
と
が
︑
4
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る(60

)
︒

族
田
を
	
收
し
︑
分
配
す
る
と
き
は
︑
ま
さ
に
本
族
農
民
の
 
見
を
�
重
す
る
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
で
あ
り
︑
h
せ
て
F
度
に
本
族

の
土
地
の
な
い
か
︑
土
地
の
少
な
い
農
民
の
]
求
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
︒
少
量
の
祭
田
を
斟
�
し
て
殘
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
︑
本
族

の
農
民
が
自
ら
協
議
し
て
處
理
し
て
も
3
わ
な
い
︒

先
の
饒
漱
石
の
報
吿
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
宗
族
農
民
の
�
�
 
識
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
︑﹁
少
量
の
祭
田
﹂
す
な
わ
ち
族
田
の
ご
く
一
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部
の
存
續
が
宗
族
農
民
の
 
志
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る(61

)
︒
こ
の
段
階
で
は
︑
ま
さ
し
く
宗
族
�
土
地
�
�
の
!
面
�
な
解
體
は
志
向
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒﹁
土
地
改
革
法
﹂
第
三
條
が
﹁
沒
收
﹂
で
は
な
く
﹁
	
收
﹂
と
記
し
た
 
味
の
一
端
は
こ
こ
に
表
出
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

4
に
︑
こ
う
し
た
華
東
區
の
公
地
・
公
田
の
處
理
に
つ
い
て
の
方
針
に
對
し
て
︑
福
円
で
は
ど
の
よ
う
な
對
應
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

一
九
五
〇
年
十
二
�
に
︑
張
鼎
丞
は
﹁
福
円
の
土
地
改
革
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
奮
鬭
し
よ
う
﹂
の
中
で
︑﹁
祠
堂
・
h
宇
﹂
等
の
﹁
土
地
問

題
﹂
に
關
し
て
︑

こ
れ
ら
の
土
地
の
大
部
分
は
地
�
階
(
に
よ
っ
て
荏
配
さ
れ
︑
農
民
に
對
し
て
封
円
�
搾
取
を
行
っ
て
お
り
︑
わ
れ
わ
れ
の
典
型
試
驗

鄕
の
經
驗
に
よ
れ
ば
︑
大
多
數
の
農
民
は
こ
れ
ら
の
土
地
の
分
配
を
]
求
し
て
い
る
︒
從
っ
て
︑
ま
さ
に
土
地
改
革
法
第
三
條
の
規
定
に

よ
っ
て
	
收
・
分
配
す
べ
き
で
あ
る
︒
一
部
の
地
域
で
そ
の
地
の
農
民
の
衆
議
を
經
て
若
干
の
公
益
事
業
用
の
田

(橋
の
修
理
︑
渡
�
︑
茶

亭
)
を
保
留
す
る
こ
と
を
]
求
す
る
と
き
は
︑
斟
�
し
て
保
留
し
て
も
3
わ
な
い
が
︑
但
し
佃
權
を
確
定
し
て
︑
生
產
に
利
す
る
よ
う
に

す
べ
き
で
あ
る
︒

と
述
べ
て
い
る(62

)
︒
こ
こ
で
は
︑
公
田
が
地
�
の
農
民
に
對
す
る
﹁
封
円
�
搾
取
﹂
の
物
�
基
盤
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
︑
い
わ
ば
︿
當
初
﹀
型

の
公
田
�
識
が
改
め
て
表
)
さ
れ
て
お
り
︑
少
量
の
族
田
を
保
留
し
て
存
續
さ
せ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
Ù
上
げ
さ
れ
︑﹁
公
益
事
業
田
﹂

の
問
題
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
土
地
改
革
法
﹂
お
よ
び
﹁
華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
の
規
定
﹂
に
依
據
し
て
福
円
で
土
地
改

革
を
實
施
す
る
と
い
う
段
階
に
お
い
て
︑
公
田
に
對
す
る
�
識
は
ま
さ
に
︿
後
�
﹀
と
で
も
い
う
べ
き
狀
況
に
立
ち
至
っ
て
い
た
と
看
做
す
こ

と
が
で
き
よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
土
地
改
革
の
直
�
に
實
施
さ
れ
た
農
村
%
査
に
お
い
て
︑
福
円
の
公
地
・
公
田
︑
す
な
わ
ち
族
田
・
祭
田
等
の
宗
族
�
土
地
�

�
自
體
は
︑
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
福
円
の
土
地
�
�
狀
況
お
よ
び
公
田
の
比
�
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
�
違
で
檢

討
を
加
え
た
が
︑
こ
こ
で
は
族
田
の
具
體
�
な
存
在
形
態
に
つ
い
て
少
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒
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一
九
五
〇
年
八
�
二
十
九
日
の
﹃
福
円
日
報
﹄
に
は
︑
靳
蘇
賢
﹁
南
;
專
區
六
個
村
%
査
︱
︱
祭
・
h
・
社
田
の
�
信
浪
費
︱
︱
﹂
と
い
う

記
事
が
揭
載
さ
れ
て
い
る(63

)
︒
そ
の
內
容
は
︑
南
;
專
區
に
�
屬
す
る
古
田
縣
・
沙
縣
・
尤
溪
縣
の
︑
h
せ
て
六
ヵ
村
の
﹁
封
円
性
を
帶
び
た
公

田
﹂
に
關
す
る
實
地
%
査
の
報
吿
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
P
地
面
積
に
占
め
る
公
田
の
割
合
が
四
七
・
八
％

(沙
縣
鎭
江
村
)
～
七
五
・

八
％

(古
田
縣
七
保
村
)
と
い
う
き
わ
め
て
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
當
該
記
事
に
は
福
円
の
公
田
に
關
す
る
典
型
村
の
%
査
と
い

う
 
味
合
い
が
�
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
記
事
に
お
け
る
!
體
の
基
%
は
︑
4
の
叙
述
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
︒

公
田
の
經
營
人
は
︑
す
べ
て
族
長
・
社
首
・
會
頭
で
あ
り
︑
彼
ら
の
大
多
數
は
地
�
・
惡
I
・
富
農
等
の
封
円
瓜
治
階
(
で
あ
る
︒
農

民
の
團
結
を
破
壞
し
︑
宗
�
閒
の
敵
視
關
係
を
挑
發
し
て
彼
ら
の
封
円
瓜
治
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
一
般
に
は
本
姓
・
本
社
の
農
民
が
本

姓
・
本
社
の
祭
田
・
社
田
を
P
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
た
︒

ま
さ
し
く
︑
土
地
革
命
�
以
來
の
公
田
は
﹁
地
�
・
惡
I
・
富
農
﹂
に
よ
る
﹁
封
円
瓜
治
﹂
の
手
段
で
あ
り
︑﹁
宗
�
閒
の
敵
視
關
係
を
挑

發
し
て
﹂
と
い
う
よ
う
に
宗
族
自
體
は
︿
革
命
の
桎
梏
﹀
で
し
か
な
い
と
い
う
政
治
�
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う(64

)
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
こ
の
時
�
の
農
村
%
査
に
描
か
れ
た
公
田
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

す
で
に
觸
れ
た
よ
う
に
︑
一
九
五
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
福
円
省
農
村
%
査
﹄
に
は
︑
福
円
省
農
民
協
會
に
よ
る
﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂

(一
九
五
〇
年
春
)
が
收
錄
さ
れ
て
い
た
︒
そ
こ
で
も
﹁
共
�
田
﹂
の
割
合
に
つ
い
て
は
言
[
さ
れ
て
い
る
が
︑
比
�
の
高
い
も
の
と
し
て
︑
先

の
﹁
南
;
專
區
六
個
村
%
査
﹂
に
も
見
ら
れ
た
古
田
縣
七
保
村
の
七
五
・
八
％
︑
さ
ら
に
は
永
定
縣

(
龍
巖
專
區
)
中
川
村
の
七
〇
・
〇
四
％

等
が
例
示
さ
れ
て
い
る(65

)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
當
該
%
査
で
は
必
ず
し
も
公
田
が
地
�
・
豪
紳
の
荏
配
・
掌
握
す
る
も
の
ば
か
り
と
は
捉
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂
は
﹁
族
田
の
共
�
者
の
階
(
成
分
は
か
な
り
複
雜
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
︑
古
田
縣

羅
華
村
に
見
ら
れ
る
三
種
類
の
族
田
に
言
[
し
て
い
る
︒
と
も
に
魏
姓
の
族
田
で
あ
る
が
︑
(Ａ
)
魏
西
源
公
の
族
田
一
九
・
七
五
畝
は
﹁
共

同
�
�
者
﹂
が
﹁
地
�
一
戶
︑
富
農
二
戶
︑
富
裕
中
農
二
戶
︑
中
農
十
三
戶
︑
貧
農
三
十
一
戶
︑
q
農
十
戶
︑
商
人
四
戶
︑
手
工
業
者
二
戶
︑
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革
命
職
員
四
戶
︑
自
由
職
業
者
お
よ
び
店
員
各
二
戶
︑
合
計
七
十
三
戶
﹂
で
あ
っ
た
︒
(Ｂ
)
魏
桂
生
公
の
族
田
六
八
・
七
六
畝
お
よ
び
魏
宜

添
公
の
族
田
三
〇
七
・
八
六
畝
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
地
�
三
戶
お
よ
び
同
四
戶
の
﹁
共
同
�
�
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
(Ｃ
)
魏
善
侯
公
の
族
田

一
七
・
八
畝
は
﹁
貧
農
の
魏
宜
僑
・
宜
旺
・
興
生
⁝
⁝

マ
マ

等
五
戶
の
共
同
�
�
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う(

66
)

︒
特
に

(Ｃ
)
の
族
田
の
場
合
︑﹁
華
東
土

地
改
革
實
施
辦
法
の
規
定
﹂
で
は
︑
ご
く
單
純
に

(Ｂ
)
の
地
�
が
掌
握
す
る
族
田
と
同
樣
に
﹁
	
收
﹂
の
對
象
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
︒
ま
た

(Ａ
)
の
族
田
の
場
合
も
き
わ
め
て
複
雜
な
樣
相
を
�
し
て
お
り
︑
や
は
り
愼
重
な
對
應
が
必
]
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か(

67
)

︒
さ
ら
に
︑
4
の
よ
う
な
記
述
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る(68

)
︒

多
く
の
族
田
は
︑
族
�
が
輪
番
で
收
租
を
行
い
︑
或
い
は
輪
番
で
P
作
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
輪
番
で
收
租
を
行
い
︑
ま
た
は
輪
番

で
P
作
す
る
族
田
は
︑
お
そ
ら
く
は
管
理
す
る
者
の
荏
配
の
少
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
論
法
で
い
け
ば
︑﹁
多
く
の
族
田
﹂
は
﹁
管
理
す
る
者
の
荏
配
の
少
な
い
も
の
﹂
と
な
り
︑
地
�
・
豪
紳
に
よ
る
族
田
荏
配
と
い

う
�
識
は
︑
ま
さ
に
單
な
る
ド
グ
マ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

4
に
︑﹃
福
円
日
報
﹄
一
九
五
〇
年
八
�
六
日
の
記
事
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
內
容
は
﹁
輪
田
と
典
地

(
輪
田
與
典
地
)
﹂
と
題
さ
れ

た
コ
ラ
ム
に
見
え
る
質
疑
應
答
の
一
部
で
あ
る(69

)
︒

[問
]

祭
田
は
も
と
も
と
甲
・
乙
・
丙
・
丁
の
四
つ
の
�
が
輪
番
で
P
作
し
て
お
り
︑
去
年
は
丁
が
P
作
し
︑
今
年
は
甲
の
番
に
當
た
っ

て
い
た
︒
し
か
し
丁
は
生
活
が
苦
し
く
︑
甲
が
﹇
田
圃
に
﹈
水
を
引
い
て
播
種
し
た
後
で
︑
繼
續
し
て
P
作
し
た
い
と
]
求
し
て
き
た
︒

ど
の
よ
う
に
處
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
︒

[答
]

祭
田
の
輪
番
に
よ
る
P
作
は
︑
ま
さ
に
族
の
規
定
に
據
る
べ
き
で
あ
り
︑
業
佃
關
係
に
よ
っ
て
處
理
す
べ
き
で
は
な
い
︒
も
し
も

四
人
が
輪
番
で
P
作
し
︑
甲
が
順
番
に
當
た
っ
て
い
る
と
き
︑
丁
が
生
活
が
苦
し
い
た
め
に
繼
續
し
て
P
作
す
る
こ
と
を
]
求
す
る
の
で

あ
れ
ば
︑
ま
さ
に
祠
內
の
族
人
が
協
議
し
て
解
決
す
べ
き
で
あ
り
︑
h
せ
て
甲
の
同
 
を
取
り
付
け
る
べ
き
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
祭
田
﹂
が
﹁
土
地
鬭
爭
中
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
の
決
定
﹂
の
﹁
公
堂
の
管
理
﹂
に
規
定
さ
れ
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た
﹁
工
・
農
・
貧
民
大
衆
に
よ
っ
て
輪
番
で
管
理
さ
れ
て
﹂
い
る
公
田
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
こ
に
﹁
搾
取
﹂
の

き
わ
め
て
少
な
い
族
田
は
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
事
例
し
か
提
示
で
き
て
い
な
い
が
︑
土
地
改
革
�
の
福
円
で
は
︑
族
田
等
の
宗
族
�
土
地
�
�
が
壓
倒
�
比
重

を
占
め
る
公
地
・
公
田
が
︑
必
ず
し
も
地
�
・
豪
紳
が
荏
配
・
掌
握
し
︑
農
民
を
搾
取
す
る
物
�
基
盤
で
あ
る
と
い
う
︑
政
治
性
を
帶
び
た
ス

テ
レ
オ
・
タ
イ
プ
の
も
の
ば
か
り
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
宗
族
內
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
が
﹁
共
同
�
�
者
﹂
と
し
て
名
を

連
ね
︑
或
い
は
貧
農
の
み
に
よ
っ
て
共
�
さ
れ
る
族
田
の
存
在
も
�
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
閩
侯
專
區
の
羅
源
縣
に
お
け
る
一
九

五
〇
年
七
�
の
%
査
に
よ
れ
ば
︑
P
地
面
積
の
三
二
・
一
六
％
を
占
め
る
﹁
大
量
の
封
円
公
田

(公
輪
田
)
﹂
の
中
で
︑
六
〇
％
ぐ
ら
い
が

﹁
地
�
・
豪
強
の
掌
握
す
る
も
の
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う(70

)
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
殘
り
の
�
四
〇
％
に
は
﹁
水
利
田
・
義
渡
田
・
茶
亭
田
﹂
等

の
﹁
公
益
事
業
田
﹂
が
若
干
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も(71

)
︑
か
な
り
の
比
�
で
﹁
工
・
農
・
貧
民
大
衆
﹂
が
直
接
�
に
關
わ
り
を
も
つ
族
田
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
+
年
の
硏
究
で
は
︑
宗
族
を
地
�
・
豪
紳
の
荏
配
・
搾
取
の
た
め
の
裝
置
と
看
做
す
一
面
�
な
理
解

に
對
す
る
疑
義
と
と
も
に
︑﹁
宗
族
內
部
の
不
;
等
關
係
を
誇
大
視
す
る
論
法
は
︑
福
円
宗
族
の
實
際
の
狀
況
に
は
符
合
し
な
い
﹂
と
い
う
見

解
さ
え
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る(72

)
︒
土
地
改
革
に
お
け
る
公
地
・
公
田
の
﹁
	
收
﹂
と
は
︑
本
來
�
に
は
︑
地
�
の
土
地
と
同
樣
に
沒
收
・

分
配
し
て
も
3
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
れ
ほ
ど
單
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
本
稿
は
︑﹁
中
華
人
民
共
和
國
土
地
改
革
法
﹂
に
依
據
し
て
實
施
さ
れ
た
怨
解
放
區
の
土
地
改
革
を
め
ぐ
っ
て
︑
特
に
福
円
の
土
地

改
革
と
族
田
・
祭
田
・
祠
田
等
の
宗
族
�
土
地
�
�
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
公
地
・
公
田
と
の
關
連
に
つ
い
て
︑
初
步
�
な
考
察
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
︒

福
円
で
は
﹁
土
地
改
革
法
﹂
が
公
布
さ
れ
た
後
︑
一
九
五
〇
年
十
二
�
か
ら
本
格
�
に
土
地
改
革
が
實
施
さ
れ
︑
一
九
五
二
年
六
�
に
は
基
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本
�
に
そ
の
8
結
を
�
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
本
來
�
に
は
一
九
五
一
年
の
秋
以
影
に
行
わ
れ
る
豫
定
で
あ
っ
た
土
地
改
革
が

�
倒
し
で
實
施
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
)
確
な
理
由
が
存
在
し
て
い
た
︒
す
で
に
參
戰
し
て
い
た
g
鮮
戰
爭
と
蔣
介
石
の
大
陸
反
攻
の
可
能
性
に

對
し
て
危
機
感
を
j
い
た
毛
澤
東
は
︑
五
〇
年
十
一
�
の
﹁
緊
Y
指
示
﹂
の
中
で
︑
特
に
福
円
に
對
し
て
土
地
改
革
の
a
b
な
完
成
を
]
求
し

て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
現
實
の
�
に
︑
福
円
で
は
土
地
改
革
を
十
分
に
園
底
し
て
行
う
餘
裕
は
存
在
せ
ず
︑
極
力
︑
豫
定
を
早
め
て
a

b
に
實
施
・
8
結
せ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
へ
と
D
か
れ
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

土
地
改
革
�
に
お
け
る
福
円
の
土
地
�
�
狀
況
の
特
	
と
し
て
︑
ま
ず
何
よ
り
も
︑
土
地
�
�
に
占
め
る
公
地
・
公
田
の
割
合
が
華
東
區
の

中
で
も
突
出
し
て
高
い
數
値
を
示
し
て
い
る
點
を
擧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
福
円
の
山
區
に
お
い
て
は
︑
四
〇
％
以
上
︑
或
い
は
五
〇
％

に
n
る
ほ
ど
の
高
い
比
�
を
示
す
地
域
さ
え
存
在
し
て
い
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
地
�
・
富
農
が
�
�
す
る
土
地
の
比
�
は
き
わ
め
て
低
く
︑
華

東
區
の
他
の
地
域
と
同
樣
に
中
農
の
土
地
の
割
合
は
比
�
�
高
い
數
値
と
な
っ
て
い
た
︒
土
地
改
革
に
お
い
て
中
農
の
土
地
を
除
外
す
る
と
︑

福
円
で
は
公
地
・
公
田
を
地
�
の
土
地
と
同
じ
く
沒
收
の
對
象
と
し
な
い
限
り
︑︿
農
民
�
土
地
�
�
﹀
確
立
の
た
め
に
貧
農
・
q
農
に
對
し

て
そ
れ
な
り
の
土
地
を
分
配
す
る
こ
と
は
初
め
か
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

｢土
地
改
革
法
﹂
第
三
條
で
は
︑﹁
祠
堂
・
h
宇
﹂
等
の
公
地
・
公
田
に
對
し
て
﹁
沒
收
﹂
で
は
な
く
﹁
	
收
﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て

い
た
が
︑
そ
こ
に
は
地
�
の
土
地
と
は
衣
な
る
も
の
と
し
て
公
地
・
公
田
に
對
す
る
�
妙
な
配
慮
が
�
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
︑

﹁
華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
の
規
定
﹂
で
は
︑
族
田
の
﹁
	
收
・
分
配
﹂
に
お
い
て
宗
族
農
民
の
�
�
 
識
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
﹁
少
量
の

祭
田
﹂
の
存
續
が
宗
族
農
民
の
 
志
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
華
東
區
の
公
地
・
公
田
を
め
ぐ
る
方
針
に
對
し
て
︑
福

円
で
は
公
田
が
地
�
に
よ
る
農
民
搾
取
の
物
�
基
盤
で
あ
る
と
い
う
︑
む
し
ろ
時
代
�
に
︿
後
�
﹀
し
た
�
識
に
基
づ
き
︑
少
量
の
族
田
の
留

保
・
存
續
問
題
は
Ù
上
げ
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
土
地
改
革
�
の
福
円
に
お
け
る
農
村
%
査
に
よ
れ
ば
︑
公
地
・
公
田
の

中
で
も
壓
倒
�
比
重
を
占
め
る
族
田
は
︑
必
ず
し
も
地
�
・
豪
紳
が
荏
配
し
︑
農
民
を
搾
取
す
る
基
盤
で
あ
る
と
い
う
︑
政
治
性
を
帶
び
た
類

型
�
・
劃
一
�
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
︑
宗
族
內
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
が
﹁
共
同
�
�
者
﹂
と
し
て
名
を
連
ね
る
も
の
か
ら
︑
貧
農
の
み
に
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よ
っ
て
共
�
さ
れ
る
も
の
ま
で
︑
種
々
の
存
在
が
�
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹁
少
量
の
祭
田
﹂
の
留
保
・
存
續
問
題
は
︑
ま
さ
に
確
か
な

現
實
性
を
�
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

福
円
に
お
け
る
土
地
改
革
は
︑
以
上
に
論
じ
た
と
こ
ろ
の
諸
條
件
を
�
提
と
し
て
﹁
a
b
に
﹂﹁
拍
車
を
か
け
て
﹂
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒

公
地
・
公
田
自
體
は
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
が
特
段
の
配
慮
も
な
し
に
﹁
	
收
・
分
配
﹂
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
福
円
各
地
の
怨
s
地
方
志
に
は
︑

か
な
り
の
數
で
土
地
改
革
後
の
土
地
�
�
狀
況
に
關
す
る
デ
ー
タ
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
土
地
改
革
�
の
﹁
公
田
﹂
が
多
く
は

﹁
機
動
田
﹂
と
名
を
替
え
︑
土
地
の
比
�
で
は
多
い
も
の
で
三
・
九
〇
％
︑
少
な
い
も
の
で
〇
・
三
七
％
と
い
う
數
値
が
示
さ
れ
て
い
る(73

)
︒
そ

の
ほ
か
に
﹁
養
渡
田
﹂
〇
・
一
三
％
︑﹁
義
渡
田
﹂
〇
・
一
二
％
と
い
う
記
載
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る(74

)
︒
こ
れ
ら
の
數
値
の
 
味
す
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て
は
︑
�
な
る
-
料
の
收
集
と
と
も
に
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

｢公
地
﹂
に
つ
い
て
は
︑
後
述
の
﹁
土
地
改
革
法
﹂
第
三
條
に

﹁
祠
堂
・
h
宇
﹂
等
の
土
地
と
關
連
し
て
﹁
そ
の
他
の
公
地
﹂
と
規

定
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
公
田
﹂
に
つ
い
て
︑
例
え
ば
︑
毛
澤
東
は

﹁
�
鄔
%
査
﹂
(一
九
三
〇
年
)﹃
毛
澤
東
農
村
%
査
�
集
﹄
人
民
出

版
社
・
北
京
︑
一
九
八
二
年
︑
�
收
︑
一
〇
六
頁
に
お
い
て
︑﹁
公

共
地
�
﹂
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
た
﹁
祖
宗
地
�
﹂
の
項
目
で
﹁
公

田
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
︒

(2
)

華
東
軍
政
委
員
會
土
地
改
革
委
員
會
s
﹃
福
円
省
農
村
%
査
﹄

︿
華
東
農
村
經
濟
r
料
第
三
分
册
﹀︑
一
九
五
二
年
︑
�
收
︑
福
円
省

農
民
協
會
s
﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂
(一
九
五
〇
年
春
)
一
一
〇

−

一
一
一
頁
︑
參
照
︒

(3
)

例
え
ば
︑
�
康
吾
﹃
轉
奄
�
の
中
國
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︑

一
四
三
頁
で
は
︑
當
時
の
湖
南
に
お
け
る
宗
族
閒
の
械
鬭
の
存
在
が

記
述
さ
れ
て
い
る
︒

(4
)

小
林
弘
二
﹁
農
村
變
革
再
檢
討
の
視
角
と
課
題
﹂
同
s
﹃
中
國
農

村
變
革
再
考
︱
︱
傳
瓜
農
村
と
變
革
︱
︱
﹄
ア
ジ
ア
經
濟
硏
究
�
︑

一
九
八
七
年
︑
�
收
︑
一
三
頁
︒

(5
)

三
木
聰
﹁
土
地
革
命
と
﹁
鄕
族
﹂
︱
︱
江
西
南
部
・
福
円
西
部
地

區
に
つ
い
て
︱
︱
﹂
菊
池
英
夫
s
﹃
變
革
�
ア
ジ
ア
の
法
と
經
濟
﹄

︿
昭
和
五
十
八

−

六
十
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金

(
一
般
硏
究
Ａ
)

硏
究
成
果
報
吿
書
﹀︑
一
九
八
六
年
︑
�
收
︒
以
下
︑︿
�
稿
﹀
と
稱

す
る
︒

(6
)

高
橋
伸
夫
﹁
黨
︑
紅
軍
︑
農
民
︱
︱
閩
西
根
據
地
︑
一
九
二
九
年

−

一
九
三
四
年
︱
︱
﹂
同
﹃
黨
と
農
民
︱
︱
中
國
農
民
革
命
の
再
檢
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討
︱
︱
﹄
硏
�
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︑
�
收

(原
載
﹃
法
學
硏
究
﹄

七
七
卷
八
號
・
同
九
號
︑
二
〇
〇
四
年
)︒

(7
)

山
本
眞
﹁
福
円
西
部
革
命
根
據
地
に
お
け
る
社
會
3
�
と
土
地
革

命
﹂﹃
東
洋
學
報
﹄
八
七
卷
二
號
︑
二
〇
〇
五
年
︑
同
﹁
革
命
と
福

円
地
域
社
會
︱
︱
上
杭
縣
蛟
洋
地
區
の
地
域
エ
リ
ー
ト
傅
柏
9
に
着

目
し
て

(一
九
二
六

−

一
九
三
三
)
︱
︱
﹂﹃
-
學
﹄
七
五
卷
四
號
︑

二
〇
〇
七
年
︑
同
﹁
民
國
�
�
︑
福
円
省
南
西
部
に
お
け
る
經
濟
變

動
と
土
地
革
命
﹂﹃
中
國
硏
究
�
報
﹄
六
二
卷
三
號
︑
二
〇
〇
八
年
︑

同
﹁
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
︑
福
円
省
に
お
け
る
國
民
政
府
の
瓜
治

と
地
域
社
會
︱
︱
龍
巖
縣
で
の
保
甲
制
度
・
土
地
整
理
事
業
・
合
作

社
を
中
心
に
し
て
︱
︱
﹂﹃
社
會
經
濟
-
學
﹄
七
四
卷
二
號
︑
二
〇

〇
八
年
︑
同
﹁
農
村
社
會
か
ら
み
た
土
地
改
革
﹂
飯
島
涉
・
久
保

亨
・
村
田
雄
二
郞
s
﹃
シ
リ
ー
ズ
二
〇
世
紀
中
國
-
﹄
三
︿
グ
ロ
ー

バ
ル
�
と
中
國
﹀︑
東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
九
年
︑
�
收
︒

(8
)

小
林
一
美
﹁
中
共
︑
中
央
革
命
根
據
地
に
お
け
る
客
家
と
土
地
革

命
戰
爭
﹂﹃
人
�
硏
究
﹄︿
神
奈
川
大
學
人
�
學
會
﹀
一
五
五
卷
︑
二

〇
〇
五
年
︒

(9
)

�
浩
瀾
﹃
中
國
農
村
社
會
と
革
命
︱
︱
井
岡
山
の
村
落
の
歷
-
�

變
�
︱
︱
﹄
慶
應
義
塾
大
學
出
版
會
︑
二
〇
〇
九
年
︒

(10
)

田
原
-
起
﹃
二
十
世
紀
中
國
の
革
命
と
農
村
﹄︿
世
界
-
ブ
ッ
ク

レ
ッ
ト
一
二
四
﹀︑
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
五
頁
︒
ま
た
︑

奧
村
哲
﹃
中
國
の
現
代
-
︱
︱
戰
爭
と
社
會
�
義
︱
︱
﹄
靑
木
書
店
︑

一
九
九
九
年
︑
一
一
九
頁
︑
參
照
︒

(11
)

一
九
五
〇
年
�
の
土
地
改
革
に
關
す
る
代
表
�
な
硏
究
と
し
て
︑

古
島
和
雄
﹁
農
業
革
命
と
農
民
解
放
の
實
態
﹂
同
﹃
中
國
+
代
社
會

-
硏
究
﹄
硏
�
出
版
︑
一
九
八
二
年
︑
�
收

(原
載
︑
山
田
盛
太
郞

s
﹃
變
革
�
に
お
け
る
地
代
範
疇
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
五
六
年
︑
�

收
)︑
天
野
元
之
助
﹃
中
國
の
土
地
改
革
﹄
ア
ジ
ア
經
濟
硏
究
�
︑

一
九
六
二
年
︑
加
¥
祐
三
﹃
中
國
の
土
地
改
革
と
農
村
社
會
﹄
ア
ジ

ア
經
濟
硏
究
�
︑
一
九
七
二
年
︑
野
閒
淸
﹁
第
三
4
國
內
革
命
戰
爭

�
お
よ
び
一
九
五
〇
年
�
の
土
地
改
革
﹂
山
本
秀
夫
・
野
閒
淸
s

﹃
中
國
農
村
革
命
の
展
開
﹄
ア
ジ
ア
經
濟
硏
究
�
︑
一
九
七
二
年
︑

�
收
︑
等
︑
參
照
︒
ま
た
︑
中
國
に
お
い
て
も
︑
從
來
の
土
地
改
革

硏
究
の
劃
一
性
︱
︱
土
地
改
革
の
﹁
革
命
戰
爭
︑
鄕
村
の
發
展
お
よ

び
農
民
自
身
の
解
放
に
對
す
る
積
極
�
作
用
﹂
を
肯
定
す
る
︱
︱
と

い
う
指
摘
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
張
一
;
﹁
三
十
年
來
中
國
土

地
改
革
硏
究
�
回
7
與
思
考
﹂
﹃
中
共
黨
-
硏
究
﹄
二
〇
〇
九
年
一

�
︑
一
一
一
頁
︑
參
照
︒

(12
)

川
井
伸
一
﹁
土
地
改
革
に
み
る
農
村
の
血
緣
關
係
﹂
小
林
弘
二
s
︑

�
揭
﹃
中
國
農
村
變
革
再
考
﹄
�
收
︒

(13
)

石
田
浩
﹃
中
國
同
族
村
落
の
社
會
經
濟
3
�
硏
究
︱
︱
福
円
傳
瓜

農
村
と
同
族
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︱
︱
﹄
關
西
大
學
出
版
部
︑
一
九
九
六

年
︑
お
よ
び
阮
雲
星
﹃
中
國
の
宗
族
と
政
治
�
�
︱
︱
現
代
﹁
義

序
﹂
鄕
村
の
政
治
人
類
學
�
考
察
︱
︱
﹄
創
�
社
︑
二
〇
〇
五
年
︒

(14
)

夏
井
春
喜
﹁
日
中
戰
爭
�
の
吳
江
縣
の
土
地
關
係
©
册
に
つ
い
て

︱
︱
吳
江
縣
第
二
區
釵
金
鄕
・
東
溪
册
鄕
・
淸
水
鄕
の
﹁
佃
戶
%
査

册
｣︱
︱
﹂﹃
北
海
S
敎
育
大
學
紀
]
﹄
︿
人
�
科
學
・
社
會
科
學
s
﹀

六
一
卷
一
號
︑
二
〇
一
〇
年
︑
五
五
頁
︑
お
よ
び
笹
川
裕
-
﹃
中
華

人
民
共
和
國
«
生
の
社
會
-
﹄
¬
談
社
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
九
一

−

一
九
二
頁
・
一
九
六
頁
︑
參
照
︒
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(15
)

｢土
地
改
革
法
﹂
に
つ
い
て
は
︑
數
多
く
の
�
獻
に
收
錄
さ
れ
て

お
り
︑
改
め
て
提
示
す
る
必
]
も
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
︑
取
り
敢

え
ず
︑
4
の
二
種
の
�
獻
を
擧
げ
て
お
く
︒
中
南
軍
政
委
員
會
土
地

改
革
委
員
會
s
﹃
土
地
改
革
重
]
�
獻
與
經
驗
彙
s
﹄
上
册
︑
同
委

員
會
︑
一
九
五
一
年
︑
二
六

−

三
四
頁
︑
�
收
︑
お
よ
び
中
共
中
央

�
獻
硏
究
室
s
﹃
円
國
以
來
重
]
�
獻

s
﹄
第
一
册
︑
中
央
�
獻

出
版
社
・
北
京
︑
一
九
九
二
年
︑
三
三
六

−

三
四
五
頁
︑
�
收
︒
な

お
︑
邦
譯
に
つ
い
て
は
︑
日
本
國
際
問
題
硏
究
�
中
國
部
會
s
﹃
怨

中
國
r
料
集
成
﹄
三
卷
︿
一
九
四
九
年
一
〇
�

−

一
九
五
二
年
﹀︑

日
本
國
際
問
題
硏
究
�
︑
一
九
七
二
年
︑
一
三
一

−

一
三
七
頁
︑
參

照
︒

(16
)

天
野
元
之
助
︑
�
揭
﹃
中
國
の
土
地
改
革
﹄
七
九
頁
︒

(17
)

例
え
ば
︑
古
島
和
雄
﹁
土
地
改
革
と
富
農
問
題
﹂
同
︑
�
揭
﹃
中

國
+
代
社
會
-
硏
究
﹄
�
收

(原
載
﹃
社
會
科
學
硏
究
﹄
九
卷
一
號
︑

一
九
五
七
年
)︑
野
閒
淸
︑
�
揭
﹁
第
三
4
國
內
革
命
戰
爭
�
お
よ

び
一
九
五
〇
年
�
の
土
地
改
革
﹂︑
濱
口
允
子
﹁
地
�
富
農
階
(
區

分
考
﹂﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
︱
︱
﹄
一
二
號
︑
一
九
九
七
年
︑

等
︑
參
照
︒

(18
)

中
國
で
は
+
年
︑
特
に
江
南
地
域
の
公
田
に
つ
い
て
詳
細
な
硏
究

が
發
表
さ
れ
て
い
る
︒
鍾
霞
﹁
蘇
南
土
改
中
�
農
村
公
地
問
題
﹂

﹃
江
蘇
大
學
學
報
﹄︿
社
會
科
學
版
﹀
六
卷
五
號
︑
二
〇
〇
四
年
︑
王

瑞
芳
﹃
土
地
制
度
變
動
與
中
國
鄕
村
社
會
變
革
︱
︱
以
怨
中
國
成
立

初
�
土
改
X
動
爲
中
心
�
考
察
︱
︱
﹄
社
會
科
學
�
獻
出
版
社
・
北

京
︑
二
〇
一
〇
年
︑
參
照
︒

(19
)

)
淸
以
影
の
福
円
の
宗
族
・
族
田
に
關
す
る
�
も
詳
細
な
硏
究
と

し
て
︑
陳
荏
;
﹃
+
五
百
年
來
福
円
�
家
族
社
會
與
�
�
﹄
生
活
・

讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店
・
上
海
︑
一
九
九
一
年
︑
お
よ
び
�
振
滿

﹃
)
淸
福
円
家
族
組
織
與
社
會
變
�
﹄
湖
南
敎
育
出
版
社
・
長
沙
︑

一
九
九
二
年
︑
參
照
︒

(20
)

『
福
円
日
報
﹄
一
九
五
〇
年
八
�
十
七
日
︑
﹁
福
円
解
放
以
來
大
事

記
﹂︒
ま
た
︑
福
円
省
地
方
志
s
纂
委
員
會
s
﹃
福
円
省
歷
-
地
圖

集
﹄
福
円
省
地
圖
出
版
社
・
福
州
︑
二
〇
〇
四
年
︑
九
四

−

九
五
頁
︑

�
收
﹁
解
放
福
円
?
軍
路
綫
和
重
]
戰
役
﹂
參
照
︒

(21
)

『
福
円
日
報
﹄
�
揭
﹁
福
円
解
放
以
來
大
事
記
﹂︒

(22
)

『
福
円
日
報
﹄
一
九
四
九
年
十
一
�
七
日
︑
﹁
福
円
省
人
民
政
府
布

吿

(
民
字
第
四
一
號
)﹂
︒
ま
た
﹃
福
円
日
報
﹄
�
揭
﹁
福
円
解
放
以

來
大
事
記
﹂
お
よ
び
中
華
人
民
共
和
國
福
円
省
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大

事
記
﹀
六
︑
中
華
人
民
共
和
國
成
立
後
︑
方
志
出
版
社
・
北
京
︑
二

〇
〇
〇
年
︑
二
七
三

−

二
七
四
頁
︑
參
照
︒
以
下
︑
中
華
人
民
共
和

國
福
円
省
地
方
志
に
つ
い
て
は
︑
怨
s
﹃
○
○
縣
志
﹄
等
と
略
稱
す

る
︒

(23
)

『
福
円
日
報
﹄
一
九
四
九
年
十
一
�
十
六
日
︑﹁
中
共
福
円
省
委
關

於
如
何
具
體
執
行
華
東
局
怨
區
農
村
減
租
暫
行
條
例
�
指
示
﹂
︒

(24
)

『
福
円
日
報
﹄
�
揭
﹁
福
円
解
放
以
來
大
事
記
﹂︒
な
お
︑
當
該
記

事
に
よ
れ
ば
︑
農
民
代
表
會
議
が
開
催
さ
れ
︑
或
い
は
農
協
籌
備

會
・
農
民
協
會
が
成
立
し
た
縣

(
�
日
)
は
︑
四
九
年
が
林
森

(十

�
三
十
一
日
)︑
福
淸

(
十
一
�
六
日
)︑
長
樂

(同
十
日
)︑
閩
淸

(
同
十
六
日
)・
古
田

(同
二
十
三
日
)
︑
龍
溪

(十
二
�
十
三
日
)

で
あ
り
︑
五
〇
年
が
南
靖

(一
�
八
日
)
︑
詔
安

(同
九
日
)︑
漳
浦

(同
十
八
日
)︑
雲
霄

(
同
二
十
三
日
)︑
南
;

(
二
�
二
十
七
日
)
︑
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仙
°

(三
�
十
二
日
)︑
円
甌

(同
十
八
日
)︑
閩
侯

(四
�
一
日
)︑

連
江

(同
十
五
日
)︑
霞
浦

(同
二
十
一
日
)︑
柘
榮

(同
二
十
六

日
)
等
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
な
お
︑
林
森
縣
は
一
九
五
〇
年
四
�
に

名
稱
が
元
の
閩
侯
縣
に
變
�
さ
れ
て
い
る

(﹃
福
円
日
報
﹄
一
九
五

〇
年
四
�
二
十
日
︑﹁
林
森
縣
恢
復
原
名
閩
侯
﹂
)︒

(25
)

�
揭
︑
怨
s
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大
事
記
﹀
二
七
八
頁
︒

(26
)

『
福
円
日
報
﹄
�
揭
﹁
福
円
解
放
以
來
大
事
記
﹂
お
よ
び
�
揭
︑

怨
s
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大
事
記
﹀︑
二
七
九
頁
︒

(27
)

『
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
九
�
︑
華
東
軍
政
委
員
會
﹁
華
東
土

地
改
革
實
施
辦
法
�
規
定

(
辦
秘
字
第
一
〇
一
八
號
／
一
九
五
〇
年

九
�
十
五
日
)﹂
お
よ
び
同
︑
�
收
︑
福
円
省
人
民
政
府
﹁
關
於
轉

發
華
東
軍
政
委
員
會
土
委
會
�
吿
�
�
令
﹂
(一
九
五
〇
年
九
�
二

十
五
日
)︒
後
者
に
よ
れ
ば
︑
各
城
鎭
に
お
け
る
大
量
の
揭
示
︑
各

地
の
怨
聞
紙
上
で
の
連
續
揭
載
︑
映
畫
館
に
お
け
る
連
續
上
映
︑
お

よ
び
放
\
局
に
よ
る
連
續
放
\
を
�
じ
て
宣
傳
は
行
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る
︒

(28
)

｢華
東
土
地
改
革
實
施
辦
法
�
規
定
﹂
は
︑
華
東
軍
政
委
員
會
財

務
委
員
會
s
﹃
華
東
區
財
政
經
濟
法
令
彙
s
﹄
下
册
︑
華
東
人
民
出

版
社
・
上
海
︑
一
九
五
一
年
︑
一
九
七
六

−

一
九
八
六
頁
に
も
收
錄

さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
中
央
人
民
政
府
政
務
院
の
批
准
を
う

け
て
︑
一
九
五
〇
年
十
一
�
二
十
六
日
に
公
布
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

(29
)

怨
s
﹃
福
円
省
志
﹄︿
農
業
志
﹀︑
第
二
違
第
二
²
︑
�
收
﹁
土
地

改
革
﹂︑
中
國
社
會
科
學
出
版
社
・
北
京
︑
一
九
九
九
年
︑
四
二
頁
︒

ま
た
﹃
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
一
一
�
︑
郝
可
銘
﹁
爲
完
成
!
區

六
縣
土
地
改
革
而
奮
鬭
﹂︑
參
照
︒

(30
)

｢
土
地
改
革
法
﹂
第
十
一
條
で
は
︑
土
地
の
分
配
は
﹁
鄕
︑
或
い

は
鄕
に
等
し
い
行
政
村
を
單
位
と
し
て
﹂
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒

�
揭
﹃
土
地
改
革
重
]
�
獻
與
經
驗
彙
s
﹄
上
册
︑
二
八
頁
︑
お
よ

び
�
揭
﹃
怨
中
國
r
料
集
成
﹄
三
卷
︑
一
三
二
頁
︑
參
照
︒

(31
)

�
揭
﹃
福
円
省
志
﹄
︿
農
業
志
﹀
︑
四
二

−

四
三
頁
︒
ま
た
︑
陳
于

勤
﹁
福
円
省
土
地
改
革
X
動
探
討
﹂
﹃
黨
-
硏
究
與
敎
學
﹄
一
九
九

四
年
一
�
︑
四
五

−

四
七
頁
︑
參
照
︒

(32
)

�
揭
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大
事
記
﹀︑
二
九
二
頁
︒

(33
)

例
え
ば
︑
怨
s
﹃
泉
州
市
志
﹄
第
一
册
︑
卷
五
︑
經
濟
綜
述
︑
第

一
違
第
一
²
︑
�
收
﹁
農
村
�
�
制
變
革
﹂︑
中
國
社
會
科
學
出
版

社
・
北
京
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
五
三
四
頁
に
よ
れ
ば
︑
晉
江
專
區
で
は

一
九
五
〇
年
十
一
�
に
十
七
鄕
で
典
型
試
驗
が
開
始
さ
れ
︑
E
年
一

�
︑
典
型
試
驗
を
總
括
し
た
後
︑
四
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
土
地
改
革

が
實
施
さ
れ
た
︒
人
口
稠
密
な
﹁
沿
海
;
原
地
區
﹂
か
ら
始
ま
り
︑

4
に
﹁
�
山
區
﹂
へ
と
移
り
︑
�
後
に
﹁
山
區
﹂
の
安
溪
・
永
春
・

德
�
三
縣
で
行
わ
れ
︑
五
二
年
七
�
に
8
結
し
た
と
い
う
︒

(34
)

怨
s
﹃
福
淸
市
志
﹄
卷
四
︑
農
業
︑
厦
門
大
學
出
版
社
・
厦
門
︑

一
九
九
四
年
︑
怨
s
﹃
閩
淸
縣
志
﹄
卷
四
︑
農
業
︑
群
衆
出
版
社
・

北
京
︑
一
九
九
三
年
︑
怨
s
﹃
羅
源
縣
志
﹄
第
五
µ
︑
農
業
︑
方
志

出
版
社
・
北
京
︑
一
九
九
八
年
︑
�
收
の
各
﹁
土
地
改
革
﹂
の
項
︑

參
照
︒

(35
)

怨
s
﹃
莆
田
縣
志
﹄
第
五
µ
︑
農
業
︑
中
華
書
局
・
北
京
︑
一
九

九
四
年
︑
怨
s
﹃
仙
游
縣
志
﹄
第
四
µ
︑
農
業
︑
方
志
出
版
社
・
北

京
︑
一
九
九
五
年
︑
�
收
の
各
﹁
土
地
改
革
﹂
の
項
︑
參
照
︒
な
お
︑

一
九
五
一
年
段
階
に
お
け
る
福
円
の
專
區
の
領
域
に
つ
い
て
は
︑
福
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円
省
民
政
廳
s
﹃
福
円
省
行
政
區
劃
地
圖
集
﹄
福
円
省
地
圖
出
版

社
・
福
州
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
四
頁
︑
參
照
︒

(36
)

『
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
七
�
︑
饒
漱
石
﹁
爲
完
成
華
東
土
地

改
革
而
奮
鬭
﹂︒
ま
た
當
該
報
吿
は
︑
�
揭
﹃
華
東
區
財
政
經
濟
法

令
彙
s
﹄
下
册
︑
一
九
八
六

−

一
九
九
六
頁
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒

引
用
箇
�
は
︑
�
者
で
は
一
頁
︑
後
者
で
は
一
九
八
七
頁
︒

(37
)

�
揭
︑
怨
s
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大
事
記
﹀︑
二
八
二
頁
︒

(38
)

『
円
國
以
來
毛
澤
東
�
稿
﹄
第
一
册
︑
中
央
�
獻
出
版
社
・
北
京
︑

一
九
八
七
年
︑
六
六
九

−

六
七
〇
頁
︑
�
收
﹁
關
於
加
強
華
東
軍
區

領
D
和
做
好
剿
匪
工
作
�
電
報
﹂
一
九
五
〇
年
十
一
�
十
七
日
︒

(39
)

ほ
ぼ
一
�
�
の
同
年
十
�
十
九
日
︑
中
國
人
民
義
勇
軍
は
鴨
綠
江

を
渡
河
し
て
g
鮮
戰
爭
に
參
戰
し
て
い
た
︒
そ
の
閒
の
中
國
共
產
黨

中
央
の
政
策
決
定
に
つ
い
て
は
︑
朱
円
榮
﹃
毛
澤
東
の
g
鮮
戰
爭

︱
︱
中
國
が
鴨
綠
江
を
渡
る
ま
で
︱
︱
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
一
年
︑

參
照
︒

(40
)

『
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
一
二
�
︑
中
共
中
央
華
東
局
﹁
關
於

提
早
完
成
土
地
改
革
�
指
示
﹂
一
九
五
〇
年
一
二
�
五
日
︒
ま
た
當

該
﹁
指
示
﹂
は
︑
�
揭
﹃
華
東
區
財
政
經
濟
法
令
彙
s
﹄
下
册
︑
一

九
九
六

−

一
九
九
八
頁
に
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
饒
漱
石
が

毛
澤
東
の
指
示
を
承
け
て
土
地
改
革
の
怨
た
な
方
針
を
打
ち
出
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
莫
宏
洩
﹁
饒
漱
石
與
華
東
怨
區
土
地
改
革
﹂

﹃
江
蘇
大
學
學
報
﹄︿
社
會
科
學
版
﹀
八
卷
三
�
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二

三
頁
︑
參
照
︒

(41
)

『
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
增
刊
︑
張
鼎
丞
﹁
爲
完
成
福
円
土
地

改
革
而
鬭
爭
﹂︒
�
揭
﹃
福
円
省
志
﹄︿
大
事
記
﹀
二
八
二
頁
︑
參
照
︒

(42
)

奧
村
哲
︑
�
揭
﹃
中
國
の
現
代
-
﹄
一
一
九
頁
で
は
︑
解
放
後
の

土
地
改
革
が
﹁
g
鮮
戰
爭
が
勃
發
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
テ
ン
ポ
が

早
め
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
實
際
の
方
式
も
Y
?
�
し
て
い
っ
た
﹂
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(43
)

中
國
共
產
黨
s
年
-
s
委
會
s
﹃
中
國
共
產
黨
s
年
-
﹄
五
︿
一

九
五
〇

−

一
九
五
七
﹀︑
山
西
人
民
出
版
社
・
太
原
／
中
共
黨
-
出

版
社
・
北
京
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
七
四
一
頁
︒
劉
少
奇
﹁
關
於
土
地

改
革
問
題
�
報
吿
﹂
は
︑
�
揭
﹃
土
地
改
革
重
]
�
獻
與
經
驗
彙

s
﹄
上
册
︑
七

−

二
四
頁
︑
お
よ
び
﹃
劉
少
奇

集
﹄
下
卷
︑
人
民

出
版
社
・
北
京
︑
一
九
八
五
年
︑
二
九

−

四
七
頁
︑
等
に
收
錄
さ
れ

て
い
る
︒
な
お
︑
邦
譯
に
つ
い
て
は
︑
�
揭
﹃
怨
中
國
r
料
集
成
﹄

三
卷
︑
一
〇
八

−

一
二
一
頁
︑
參
照
︒

(44
)

�
揭
﹃
劉
少
奇

集
﹄
三
二

−

三
三
頁
︒
ま
た
︑
�
揭
﹃
怨
中
國

r
料
集
成
﹄
三
卷
︑
一
一
〇

−

一
一
一
頁
︑
參
照
︒

(45
)

本
�
で
後
述
す
る
華
東
軍
政
委
員
會
土
地
改
革
委
員
會
s
﹃
江
蘇

省
農
村
%
査
﹄︿
華
東
農
村
經
濟
r
料
第
一
分
册
﹀︑
一
九
五
二
年
︑

等
︑
!
五
册
の
%
査
r
料
︑
參
照
︒

(46
)

『
福
円
日
報
﹄
一
九
四
九
年
十
一
�
二
十
六
日
︑﹁
農
村
%
査
之
二

︱
︱
從
一
個
保
�
%
査
我
們
體
會
到
了
些
甚
麽
︱
︱
﹂
(
南
;
縣
西

芹
鎭
興
集
保
)︑
同
︑
同
年
十
二
�
五
日
︑﹁
林
森
義
序
鄕
�
封
円
剝

¸
x
況
﹂︑
同
︑
同
年
十
二
�
十
八
日
︑﹁
林
森
蘭
圃
村
工
作
組
︑
?

行
農
村
x
況
%
査
︑
領
D
群
衆
劃
分
出
租
戶
階
(
﹂︑
同
︑
一
九
五

〇
年
一
�
二
十
七
日
︑﹁
農
村
%
査
之
四
︱
︱
不
減
租
能
活
下
去
嗎

︱
︱
﹂
(
円
甌
縣
g
天
門
村
)︑
同
︑
同
年
四
�
十
二
日
︑﹁
農
村
%

査
之
五
︱
︱
古
田
六
區
�
壠
保
�
農
村
槪
況
︱
︱
﹂︑
同
︑
同
年
八
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�
二
十
九
日
︑﹁
南
;
專
區
六
個
村
%
査
︱
︱
祭
・
h
・
社
田
�
�

信
浪
費
︱
︱
﹂
等
︒

(47
)

�
も
分
量
の
多
い
�
揭
﹃
江
蘇
省
農
村
%
査
﹄
に
は
﹁
蘇
南
農
村

%
査
﹂
と
し
て
八
十
九
件
に
も
[
ぶ
各
地
の
﹁
農
村
經
濟
槪
況
﹂
や

各
種
の
﹁
x
況
%
査
﹂
等
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
︒
他
方
︑
�
も
少
な

い
の
は
�
揭
﹃
福
円
農
村
%
査
﹄
で
︑
わ
ず
か
十
七
件
の
各
種
﹁
%

査
﹂
が
收
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
︒

(48
)

『華
東
區
土
地
改
革
成
果
瓜
計
﹄
に
は
︑
先
の
五
種
の
﹃
農
村
%

査
﹄
と
同
樣
に
奧
付
は
見
ら
れ
ず
︑
そ
の
替
わ
り
に
﹁
內
部
r
料
﹂

と
い
う
字
句
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒

(49
)

｢土
地
改
革
�
華
東
各
省

(區
)
市
農
村
各
階
(

(
層
)
土
地
佔

�
x
況
瓜
計
表
﹂
で
は
﹁
省
別
﹂
と
し
て
蘇
北
・
蘇
南
・
安
s
・
浙

江
・
福
円
・
南
京
・
上
海
﹂
の
七
項
目
ご
と
に
數
値
が
整
理
さ
れ
て

い
る
が
︑
蘇
北
は
わ
ず
か
十
鄕
と
い
う
︑
他
の
地
域
と
比
べ
て
極
端

に
少
な
い
デ
ー
タ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
土
地
改
革
�
華

東
農
村
各
階
(

(
層
)
土
地
佔
�
x
況
瓜
計
﹂
の
﹁
說
)
﹂
で
は
︑

華
東
區
!
體
の
數
値
に
も
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
︒
從
っ
て
︑

蘇
北
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
省
略
し
た
︒
ま
た
︑
都
市
部
に
當
た
る

南
京
・
上
海
に
つ
い
て
も
省
略
し
た
︒
な
お
﹁
省
別
﹂
と
い
い
な
が

ら
江
蘇
省
が
蘇
北
と
蘇
南
と
に
分
か
れ
︑
南
京
・
上
海
が
別
円
て
と

な
っ
て
い
る
の
は
︑
一
九
五
〇
年
一
�
に
華
東
軍
政
委
員
會
が
成
立

し
た
後
︑
管
�
區
域
が
山
東
・
浙
江
・
福
円
の
三
省
︑
蘇
北
・
蘇

南
・
皖
北
・
皖
南
の
四
行
署
區
︑
お
よ
び
南
京
・
上
海
の
二
直
�
市

に
分
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
范
曉
春
﹃
中
國
大
行
政
區

︱
︱
一
九
四
九

−

一
九
五
四
年
︱
︱
﹄
東
方
出
版
中
心
・
上
海
︑
二

〇
一
一
年
︑
九
六
頁
︑
參
照
︒

(50
)

特
に
蘇
南
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
森
正
夫
氏
が
﹁﹁
鄕
族
﹂
を
め

ぐ
っ
て
︱
︱
厦
門
大
學
に
お
け
る
共
同
硏
究
會
の
報
吿
︱
︱
﹂﹃
森

正
夫
)
淸
-
論
集
﹄
二
卷
︿
民
衆
反
亂
・
學
�
Q
液
﹀︑
汲
古
書
院
︑

二
〇
〇
六
年
︑
�
收

(原
載
﹃
東
洋
-
硏
究
﹄
四
四
卷
一
號
︑
一
九

八
五
年
)
︑
四
八
二
頁
に
お
い
て
︑
)
代
か
ら
土
地
改
革
�
ま
で
繫

が
る
﹁
小
民
�
土
地
�
�
﹂
の
廣
鋭
な
展
開
に
�
目
さ
れ
て
お
り
︑

ま
た
︑
濱
島
敦
俊
氏
は
﹁
江
南
に
︿
封
円
﹀
�
り
し
や
？
︱
︱
一
九

三
〇
年
代
上
海
郊
區
の
地
籍
圖
か
ら
看
る
︱
︱
﹂
吉
尾
¼
s
﹃
民
衆

反
亂
と
中
華
世
界
︱
︱
怨
し
い
中
國
-
宴
の
3
築
に
向
け
て
︱
︱
﹄

汲
古
書
院
︑
二
〇
一
二
年
︑
�
收
︑
一
七
三

−

一
七
四
頁
に
お
い
て
︑

江
南
で
は
﹁
自
作
農
の
比
重
が
き
わ
め
て
高
い
農
村
が
︑
革
命
�
に
︑

形
成
さ
れ
て
い
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(51
)

す
で
に
小
林
一
美
氏
は
︑
�
揭
﹁
中
共
︑
中
央
革
命
根
據
地
に
お

け
る
客
家
と
土
地
革
命
戰
爭
﹂
一
五
二

−

一
五
六
頁
に
お
い
て
︑
怨

s
地
方
志
に
よ
る
湖
南
・
江
西
・
福
円
の
公
田
比
�
デ
ー
タ
を
紹
介

さ
れ
て
い
る
が
︑
福
円
に
つ
い
て
は
十
六
縣
・
地
區
の
デ
ー
タ
が
擧

げ
ら
れ
て
い
る
︒

(52
)

一
九
五
〇
年
六
�
十
三
日
︑
省
s
制
委
員
會
に
よ
っ
て
福
円
の
縣

お
よ
び
市
の
等
(
が
確
定
さ
れ
た
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
當
時
の
福
円

に
は
︑
福
州
・
厦
門
の
二
市
を
除
い
て
︑
六
十
七
の
縣
が
存
在
し
て

い
た
︒
�
揭
﹃
福
円
省
志
﹄
︿
大
事
記
﹀
二
七
八
頁
︑
參
照
︒

(53
)

泉
州
市
お
よ
び
三
)
市
の
數
値
に
つ
い
て
は
︑﹇
表
6
﹈
の
﹁
典

據
﹂
(
16
)・
(
27
)
參
照
︒

(54
)

『
福
円
省
農
村
%
査
﹄
�
收
︑
�
揭
﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂
一
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〇
九
頁
で
は
︑
す
で
に
﹁
共
�
田
の
占
め
る
割
合
﹂
に
つ
い
て
﹁
一

般
�
に
は
︑
閩
北
・
閩
西
で
は
五
〇
％
以
上
を
占
め
て
お
り
︑
沿
海

各
地
で
は
二
〇

−

三
〇
％
を
占
め
る
だ
け
で
あ
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
︒

(55
)

｢土
地
改
革
法
﹂
第
七
條
︑
�
揭
﹃
土
地
改
革
重
]
�
獻
與
經
驗

彙
s
﹄
上
册
︑
二
八
頁
︒
ま
た
︑
�
揭
﹃
怨
中
國
r
料
集
成
﹄
三
卷
︑

一
三
二
頁
︑
參
照
︒

(56
)

以
上
に
つ
い
て
は
︑
特
に
︿
�
稿
﹀
六
三

−

六
四
頁
︑
參
照
︒﹁
關

於
土
地
鬭
爭
中
一
些
問
題
�
決
定
﹂
の
引
用
箇
�
は
︑
江
西
省
檔
案

館
・
中
共
江
西
省
委
黨
校
黨
-
敎
硏
室
s
﹃
中
央
革
命
根
據
地
-
料


s
﹄
下
册
︑
江
西
人
民
出
版
社
・
南
昌
︑
一
九
八
二
年
︑
五
二
七

頁
に
よ
る
︒
邦
譯
に
つ
い
て
は
︑
日
本
國
際
問
題
硏
究
�
中
國
部
會

s
﹃
中
國
共
產
黨
-
r
料
集
﹄
六
卷
︑
勁
草
書
�
︑
一
九
七
三
年
︑

四
二
〇

−

四
二
一
頁
︑
參
照
︒

(57
)

｢關
於
劃
分
農
村
階
(
成
份
�
決
定
﹂
に
つ
い
て
は
︑
�
揭
﹃
土

地
改
革
重
]
�
獻
與
經
驗
彙
s
﹄
上
册
︑
三
九

−

六
三
頁
︒
ま
た
︑

�
揭
﹃
怨
中
國
r
料
集
成
﹄
三
卷
︑
一
五
一

−

一
六
九
頁
︑
參
照
︒

(58
)

�
揭
﹃
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
七
�
︑
三
頁
︑
お
よ
び
�
揭

﹃
華
東
區
財
政
經
濟
法
令
彙
s
﹄
下
册
︑
一
九
九
〇
頁
︒

(59
)

〈
�
稿
﹀
五
八
頁
お
よ
び
六
四
頁
︑
參
照
︒

(60
)

�
揭
﹃
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
九
�
︑
四
八
頁
︑
お
よ
び
�
揭

﹃
華
東
區
財
政
經
濟
法
令
彙
s
﹄
下
册
︑
一
九
八
一

−

一
九
八
二
頁
︒

(61
)

〈
�
稿
﹀
六
四
頁
︑
參
照
︒

(62
)

�
揭
﹃
福
円
政
報
﹄
一
九
五
〇
年
增
刊
︑
一
〇
八
頁
︒

(63
)

�

(46
)
參
照
︒

(64
)

〈
�
稿
﹀
六
〇

−

六
二
頁
︑
お
よ
び
山
本
眞
︑
�
揭
﹁
福
円
西
部

革
命
根
據
地
に
お
け
る
社
會
3
�
と
土
地
革
命
﹂
四
九

−

五
二
頁
︑

參
照
︒

(65
)

�
揭
﹃
福
円
省
農
村
%
査
﹄
�
收
︑﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂
一

〇
九
頁
︒

(66
)

同
�
︑
一
一
四
頁
︒

(67
)

こ
う
し
た
%
査
內
容
は
︑
何
も
福
円
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒

例
え
ば
︑
同
じ
く
︑
旣
述
の
﹃
浙
江
省
農
村
%
査
﹄
�
收
︑
中
共
衢

州
地
委
政
硏
室
s
﹁
江
山
縣
公
共
土
地
%
査
﹂
(一
九
五
〇
年
五
�
)

二
七
七
頁
に
は
︑
淤
頭
村
の
毛
氏
宗
族
に
つ
い
て
﹁
大
宗
祠
に
は
族

長
三
人
︑
總
經
理
一
人
︑
經
理
十
四
人

(す
べ
て
本
姓
の
者
で
︑
地

�
一
人
︑
富
農
二
人
︑
中
農
五
人
︑
貧
農
七
人
)
が
置
か
れ
︑
族
中

の
大
小
の
事
柄
を
把
握
し
︑
⁝
⁝
﹂
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
︒
ま

た
﹃
安
s
省
農
村
%
査
﹄
�
收
︑
中
共
皖
南
區
黨
農
委
會
s
﹁
皖
南

區
農
村
土
地
x
況
﹂
(
一
九
五
〇
年
六
�
一
日
)
七
頁
で
も
﹁
歙
縣

岩
寺
區
東
逆
村
に
は
大
小
五
ヵ
�
の
祠
堂
が
あ
り
︑
そ
の
中
の
鮑
家

祠
堂
の
管
理
者
の
階
(
成
分
は
︑
地
�
が
六
人
︑
中
農
が
二
人
︑
貧

農
が
三
人
︑
そ
の
他
の
成
分
が
二
人
で
あ
る
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒

(68
)

�
揭
﹃
福
円
省
農
村
%
査
﹄
�
收
︑
﹁
福
円
省
共
�
田
%
査
﹂
一

一
五
頁
︒

(69
)

『
福
円
日
報
﹄
一
九
五
〇
年
八
�
六
日
︑
﹁
大
衆
園
地
／
輪
田
與
典

地
︱
︱
答
潘
松
官
・
陳
擔
・
趙
修
益
・
�
壽
湯
諸
先
生
︱
︱
﹂︒

(70
)

怨
s
﹃
羅
源
縣
志
﹄
第
五
µ
︑
農
業
︑
方
志
出
版
社
・
北
京
︑
一

九
九
八
年
︑
一
七
四
頁
︒

(71
)

同
�
︒
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(72
)

陳
荏
;
︑
�
揭
﹃
+
五
百
年
來
福
円
�
家
族
社
會
與
�
�
﹄
九
一

−

九
二
頁
︒
ま
た
︑
劉
永
華
﹁
)
中
葉
至
民
國
時
�
華
南
地
區
族
田

和
鄕
村
社
會
︱
︱
以
閩
西
四
堡
爲
中
心
︱
︱
﹂﹃
中
國
社
會
經
濟
-

硏
究
﹄
二
〇
〇
五
年
三
�
︑
五
七

−

五
八
頁
で
は
︑
族
田
の
﹁
本
族

(
�
)
族
人
﹂
に
對
す
る
佃
租
�
が
﹁
私
人
地
�
﹂
の
そ
れ
よ
り
も

低
く
︑﹁
宗
族
制
度
自
體
は
佃
農
の
境
¿
に
對
し
て
大
い
に
益
す
る

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(73
)

取
り
敢
え
ず
︑
怨
s
﹃
浦
城
縣
志
﹄
卷
六
︑
經
濟
綜
述
︑
中
華
書

局
・
北
京
︑
一
九
九
四
年
︑
二
四
四
頁
︑
お
よ
び
怨
s
﹃
德
�
縣

志
﹄
第
四
µ
︑
農
業
︑
怨
華
出
版
社
・
北
京
︑
一
九
九
二
年
︑
一
三

五
頁
︑
等
︑
參
照
︒

(74
)

怨
s
﹃
將
樂
縣
志
﹄
卷
五
︑
農
業
︑
方
志
出
版
社
・
北
京
︑
一
九

九
八
年
︑
一
八
〇
頁
︑
お
よ
び
怨
s
﹃
尤
溪
縣
志
﹄
農
業
志
︑
福
円

省
地
圖
圖
出
版
社
・
福
州
︑
一
九
八
九
年
︑
一
一
六
頁
︑
參
照
︒

[附
記
]

本
稿
の
擱
筆
後
に
︑
山
本
眞
﹁
一
九
五
〇
年
代
初
頭
︑
福
円
省
に
お
け
る
農
村
變
革
と
地
域
社
會
︱
︱
國
家
權
力
の
"
#
過
�
と
宗
族
の
變
容
︱
︱
﹂

奧
村
哲
s
﹃
變
革
�
の
基
層
社
會
︱
︱
總
力
戰
と
中
國
・
日
本
︱
︱
﹄
創
土
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
�
收
に
接
し
た
︒
本
稿
の
內
容
と
大
き
く
關
わ
る
も
の

で
あ
り
︑
h
せ
て
參
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
-
料
收
集
の
面
で
︑
北
海
S
大
學
�
學
硏
究
科
の
吉
開
將
人
氏
お
よ
び
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
�

(
硏
究

員
)
の
城
地
孝
氏
の
御
À
助
を
賜
っ
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
 
を
表
す
る
4
第
で
あ
る
︒
本
稿
は
︑
三
菱
財
團
助
成
﹁
�
+
代
東
南
中
國
の
比
�
地

域
-
硏
究
﹂
(代
表
吉
開
將
人
)
に
よ
る
硏
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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LAND REFORM IN FUJIAN DURING THE 1950S AND

CORPORATE LANDS

MIKI Satoshi

This article is a preliminary attempt to explore the relationship between the

land reform and corporate lands in newly liberated areas, especially those in Fujian.

After the Land Reform Law was promulgated in June 1950, implementation of

land reform was in full swing by December 1950 in Fujian and essentially completed

by June 1952. Early implementation of land reform, which had originally been

scheduled to commence in the autumn of 1951 at the earliest, was due to the

emergency directive of Mao Zedong, who was alarmed by the Korean War and the

possibility of a counterattack on the mainland China by Jiang Jieshi. Mao Zedong

ordered the Fujian government to complete land reform as quickly as possible. In

the face of this pressure, the Fujian government had no other choice but to hasten

land reform at the expense of accuracy and thoroughness.

The characteristics of land ownership in Fujian before land reform was as

follows : the percentage of corporate lands was much higher than in other areas of

East China ; it reached 40 to 50 per cent in some mountainous regions in Fujian. In

contrast, the percentage of land owned by landlords and rich peasants was

extremely low. The percentage of land owned by middle peasants was relatively

high as in other areas of East China. Since the land owned by the middle peasants

was to be untouched, it was impossible to allot reasonably sized parcels of land to

the poor peasants and the hired hands in order to establish “peasant land

ownership,” unless corporate lands as well as the land owned by the landlords were

to be expropriated.

Article 3 of the Land Reform Law stipulates that the corporate land such as

that owned by ancestral shrines should be “collected” (zhengshou �收), not

“expropriated” (moshou 沒收). The choice of the word “collect” indicates that

close attention was paid to the difference between the corporate lands and the land

owned by landlords. According to the regulations of the Measures for

Implementation of Land Reform in East China, when collecting and re-allotting the

land owned by clans, special attention should be paid to the sense of ownership held

by clan members, and reservation and continuation of small parcels of land for

ancestral worship were permitted if the clanʼs members so desired. In contrast, in

Fujian, the corporate lands were considered to be the material basis of the

― 5 ―



exploitation of peasants by landlords. This outdated conception caused the issue of

how to deal with the land for ancestral worship to go unaddressed. However, a

survey of rural Fujian during the land reform era shows that there existed different

perspectives on the land owned by clans, which consisted mostly of the corporate

lands. While some thought the lands owned by landlords and the despotic gentry

and had become tools of control and exploitation of the peasants, others understood

them to be owned by clan members, poor and rich alike, and still others recognized

them as shared exclusively by poor peasants. Given the unique situation in Fujian,

it can be said that the issue of the reservation and continuation of small parcels of

land for ancestral worship was one that undoubtedly had real consequences.
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